
令和６年厚木市教育委員会３月定例会日程 
 

日時 令和６年３月19日(火) 

午後２時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 教育長報告 

 

３ 審議事項 

日程１ 議案第12号 厚木市学校教育情報化推進計画について      【教育総務課】 

日程２ 議案第13号 「厚木市における小中一貫教育の在り方について」について 
【教育指導課】 

日程３ 議案第14号 厚木市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則につい 
          て                       【教育総務課】 

日程４ 議案第15号 厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校施設建て替え整備業

務に係る技術提案書特定委員会規則について 【教育施設整備担当】 

日程５ 議案第16号 厚木市久保奨学金（令和６年度高校等修学奨学金（第８期生・第９期 
生））の支給決定について            【教育総務課】 

 

４ 報告事項 

(1) 事務の臨時代理の報告について（障害のある児童生徒の教育措置について） 
                           【教育指導課】（資料１） 

(2) 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 
【教育指導課】（資料２） 

(3) 厚木市立小・中学校の校長及び教頭の人事異動の内申について 
【教職員課】（資料３） 

(4) 令和６年度教育指導の重点と教職員の研修方針について 
【教育指導課・教育研究所・青少年教育相談センター】（資料４） 

 

５ 閉会 
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令和６年３月定例教育委員会教育長報告 

 

令和６年２月１０日（土）に開催されました２月定例会以後の主な行事等１７件につきま

して、御報告申し上げます。 

 

 

１ ２月１３日（火）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  第２９回東関東アンサンブルコンテスト出場報告会 

  ○出席者 厚木中学校吹奏楽部生徒６人、校長、吹奏楽部顧問 

 

２ ２月１４日（水）   あつぎ郷土博物館 体験学習室 

  第３１回木原記念こども科学賞優秀賞受賞報告 

  ○出席者 北小学校児童、保護者 

 

３ ２月１６日（金）   厚木市立玉川小学校 校庭 

  せんみ凧揚げ大会 

 

４ ２月２０日（火）   厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  株式会社湘南ベルマーレ 市長表敬訪問 

  ○訪問者 代表取締役会長、運営部部長ほか 

 

５ ２月２５日（日）   厚木市立厚木北公民館ほか 

  令和５年度公民館まつり 

  ○訪問地区 ２地区（厚木北、玉川） 

  ○来館者数 玉川公民館 約１,０００人（１日のみ） 

 

６ ２月２６日（月）   厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  ２０２３年度ラグビー高校日本代表メンバー 市長表敬訪問 

  ○訪問者 選手、保護者 

 

７ ３月 ２日（土）   厚木市荻野運動公園 競技場 

  第１２回ちびっこマラソン・駅伝競走大会 

  ○参加者等数 マラソン ３２２人（親子の部の保護者７２人を含む。） 

         駅伝   ２６チーム 
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８ ３月 ３日（日）   厚木市立依知南公民館ほか 

  令和５年度公民館まつり 

  ○訪問地区 ６地区（依知南、睦合南、荻野、小鮎、南毛利、相川） 

  ○来館者数 依知南公民館    約２,０００人（２日間） 

        睦合南公民館      約７５０人（２日間） 

        荻野公民館 上荻野分館 約３６０人（１日のみ） 

        小鮎公民館     約１,２００人（２日間） 

        南毛利公民館    約２,０００人（２日間） 

        相川公民館     約１,２５０人（２日間） 合計 約７,５６０人 

 

９ ３月 ６日（水）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和５年度厚木市教育委員会表彰式 

  ○教育委員会感謝状被贈呈者数 個人 ５人、団体 ５団体 

  ○教育長感謝状被贈呈者数   個人 １人、団体 ６団体 

 

10 同 日        厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  寄附贈呈式 

  ○寄附物品 児童書 ５５冊 

  ○出席者  平塚信用金庫専務理事、営業統括部地域・経営サポート課次長 

 

11 ３月 ７日（木）   厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  ＷＢＣムエタイジュニア世界チャンピオン 市長表敬訪問 

  ○訪問者 小鮎小学校児童、保護者 

 

12 ３月１０日（日）   厚木市荻野運動公園 体育館 メインアリーナ 

  市民体力向上推進事業 元バドミントン日本代表選手 潮田玲子氏 講演会 

  ○参加者数 ２４１人 

 

13 ３月１２日（火）   厚木市立森の里中学校 体育館 

  令和５年度卒業証書授与式 

 

14 同 日        厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  第４２回全日本バウンドテニス選手権大会出場決定選手 市長表敬訪問 

  ○訪問者 選手３人、厚木市バウンドテニス協会会長、理事長、副理事長 

 

15 ３月１５日（金）   厚木市役所第二庁舎 １６階 会議室Ａ 

  令和５年度教育実践奨励賞贈呈式 

  令和５年度教育実践記録集 第５０集 執筆者１１人 
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16 ３月１８日（月）   厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  寄附贈呈式 

  ○寄附物品 黄色いワッペン １,７９０枚 

  ○出席者  株式会社みずほ銀行 厚木支店長 

        損害保険ジャパン株式会社 神奈川支店 厚木支社長 

        明治安田生命保険相互会社 町田支社 厚木中町営業所長、海老名東営業所長 

        第一生命保険株式会社 厚木支社 次席支社長 

        株式会社みずほ銀行 厚木・海老名支店 個人営業課職員 

 

17 令和６年厚木市議会第２回会議（２月定例会議） 

 ① 会議期間 

  ２月２１日（水）から３月１８日（月）まで（２７日間） 

 ② 一般質問（２月２９日（木）から３月４日（月）まで） 

  ２１人の議員から質問があり、うち教育委員会関係は８人でした。 

  ○石井芳隆 議員 

   (1) 教育行政について 

    ア ＧＩＧＡスクールについて 

     (ｱ) 成果及び課題を受けての今後の取組は。 

  ○髙村真和 議員 

   (1) 教育行政について 

    ア 市立小・中学校の学区について 

     (ｱ) 現状と課題は。 

     (ｲ) 今後の対策は。 

  ○岩﨑一弥 議員 

   (1) 教育行政について 

    ア ＧＩＧＡスクール構想について 

     (ｱ) 本市の取組の状況は。 

     (ｲ) 課題は。 

  ○田口孝男 議員 

   (1) 市政一般について 

    ア スポーツの聖地計画について 

     (ｱ) 今後の取組は。 

  ○髙田浩 議員 

   (1) 教科書採択について 

    ア 透明化について 

     (ｱ) 進展を問う。 

  ○津森英里花 議員 

   (1) 教育行政について 

    ア 有機給食について 

     (ｱ) 今後の取組は。     
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  ○望月真実 議員 

   (1) 教育行政について 

    ア 教職員の働き方改革について 

     (ｱ) 現状の状況と課題は。 

     (ｲ) 児童・生徒と向き合った結果の成果と課題は。 

    イ 架け橋プログラムについて 

     (ｱ) 幼保小の連携強化への方策は。 

     (ｲ) 今後の展開への見解は。 

  ○瀧口慎太郎 議員 

   (1) 市政一般について 

    ア 南毛利スポーツセンターのグラウンドのり面整備について 

     (ｱ) 進捗は。 

 ③ 総務企画常任委員会（３月６日（水）） 

  ○議案第１６号 厚木市特別会計条例の一部を改正する条例について【可決すべきもの】 

 ④ 予算決算常任委員会 環境教育分科会（３月８日（金）） 

  ○議案第６号  令和５年度厚木市一般会計補正予算（第７号） 

  ○議案第２０号 令和６年度厚木市一般会計予算 

  ○議案第２１号 令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算 

  ○議案第２５号 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算 

 ⑤ 予算決算常任委員会（３月１５日（金）） 

  ○議案第６号  令和５年度厚木市一般会計補正予算（第７号）  【可決すべきもの】 

  ○議案第２０号 令和６年度厚木市一般会計予算         【可決すべきもの】 

  ○議案第２１号 令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算 【可決すべきもの】 

  ○議案第２５号 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算   【可決すべきもの】 

 ⑥ 本会議（３月１８日（月）） 

  ○議案第６号  令和５年度厚木市一般会計補正予算（第７号）       【可決】 

  ○議案第１６号 厚木市特別会計条例の一部を改正する条例について     【可決】 

  ○議案第２０号 令和６年度厚木市一般会計予算              【可決】 

  ○議案第２１号 令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算      【可決】 

  ○議案第２５号 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算        【可決】 

 



 

議案第１２号 
 
 
   厚木市学校教育情報化推進計画について 

 
 
 厚木市学校教育情報化推進計画を別紙のとおり定める。 

 
 
  令和６年３月１９日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 ＩＣＴを活用し、児童・生徒一人一人の資質・能力を最大限に引き出すことができるよ

う、本市の学校教育情報化の推進方針と具体的な取組を示すものとして、厚木市学校教育

情報化推進計画を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚木市学校教育情報化推進計画（概要）

（１）計画の位置付け
第10次厚木市総合計画の個別計画である厚木市情報化推進計画及び厚木市教育振興基本計画の

実施計画として位置付けます。
（２）計画期間

令和６年度から令和８年度までの３年間を計画の対象期間とします。

本計画の推進の成果を測るため、評価指標を設定し、教育委員会関係各課等業務主管課が評価を行い
ます。
主な評価指標

令和元年６月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」（令和元年法律第47号）が公布・施行され、
各自治体において学校教育の情報化を総合的かつ計画的に推進することが努力義務とされました。「厚木
市学校教育情報化推進計画」は、国の関係法令や本市の関係計画等を踏まえ、ＩＣＴを活用し、児童・生
徒一人一人の資質・能力を最大限に引き出すことができるよう、本市の学校教育情報化の推進方針と具体
的な取組を示すものになります。

１ 計画について

２ 基本的な考え方

３ 現状と課題

４ 施策の方向性

５ 計画の進行管理と評価

（１）ＩＣＴ機器の整備

（２）ＩＣＴ機器の利用実態

本市では、従前から教職員用パソコンや児童・生徒用タブレットの整備など、学校教育情報化の
推進を図っています。新型コロナウイルス感染症拡大時におけるGIGAスクール構想にも着実に対応
し、令和3年度から児童・生徒1人1台端末の運用を開始するなど、令和４年度の国の学校教育情報
化に関する実態調査では、主な整備指標を概ね達成しているところです。一方で、平成30年度に導
入した教職員用の各種システムは耐用年数の経過や保守期限の到来を控えており、計画的にシステ
ム等の更改を実施していく必要があります。

GIGAスクール端末の運用開始以降、児童・生徒及び教職員を対象としたアンケートを実施し、Ｉ
ＣＴ機器利用の効果や課題の把握に努めています。端末利用のモチベーションやスキルは増加傾向
であり、ＩＣＴを効果的に活用する意識が定着しつつあります。一方で、個人のＩＣＴ活用スキル
の差が大きい等の課題が顕在化してきています。個人の意識やスキルの差が教育活動の差とならな
いよう、継続的に研修や事例紹介を実施し、フォローを行っていく必要があります。

（１）基本施策１：ICTを活用した児童・生徒の資質・能力の育成
■基本的な考え方

■取組内容

（２）基本施策２：教職員のＩＣＴ活用指導力の向上
■基本的な考え方

■取組内容

（３）基本施策３：ＩＣＴを活用するための環境の整備
■基本的な考え方

■取組内容

（４）基本施策４：ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善
■基本的な考え方

■取組内容

（５）その他：学校の建て替えに伴うＩＣＴ環境整備

• GIGAスクール端末を週3回以上利用する割合
• ＩＣＴを活用した指導力があると感じる割合
• 教育情報ネットワークの再構築（業務進捗率）
• ＩＣＴ利活用の取組や課題が共有されていると思う割合

基本施策①
ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成

基本施策②
教職員のＩＣＴ活用指導力の向上

基本施策③
ＩＣＴを活用するための環境の整備

基本施策④
ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善

その他
学校の建て替えに伴うＩＣＴ環境整備

（１）厚木市教育振興基本計画の基本理念「未来を担う人づくり」につながるよう、学校教育情報化を
推進します。

（２）Society5.0時代の到来を見据え、本計画の目標を「ＩＣＴの特性をいかした教育の質の向上」と
します。また、目標の実現に向け、「ＩＣＴ活用能力を身に付け、自ら学びを調整し、他者と協働
しながら、夢や可能性に挑み続ける児童・生徒」、「ＩＣＴを活用し、新時代を担う児童・生徒一
人一人に豊かな学びを提供できる教職員」を目指します。

（３）計画達成のため４つの基本施策を実施します。

小・中学校の９年間継続した学びと、これからの社会を生きていくために必要な情報活用能力
を育成します。発達段階に応じて機器の操作方法を習得しつつ、ＩＣＴ機器の特性をいかした主
体的・対話的で深い学びにより、思考力・判断力・表現力等を身に付けます。

利用者アンケート実施、操作方法指導、 プログラミング教育、ＩＣＴ活用能力チェック表、遠
隔授業、学びの蓄積、情報モラル教育、不登校等支援、他

ＩＣＴを活用した効果的な学習を進めるためには教職員一人一人の活用スキルと指導力の向上
が不可欠です。教職員間のＩＣＴ活用スキルに差が生じないよう、継続的に基礎研修を実施しま
す。また、「児童・生徒が主体的にＩＣＴ機器を選択し学習できるよう指導する力」を教職員が
持てるよう事例共有や協働体制の推進を図ります。

端末利活用研修、モデル授業、ＩＣＴ活用能力チェック表、実践事例とアーカイブ、情報セ
キュリティ研修、GIGAステップアップ支援員派遣、他

学校教育情報化の基盤となるＩＣＴ機器・ネットワーク環境の整備を行うものとし、日常的に
効果的かつ安全にＩＣＴ機器を利用できるよう整備を進めます。

端末維持管理、教育情報ネットワーク再構築、授業目的公衆送信保証金制度、大型提示装置導
入、教育ＤＸ推進、デジタル教材整備、電子図書利活用、著作権指導、生成ＡＩの調査研究、他

ＩＣＴ利活用による校務の負担軽減を図ります。教職員の長時間労働を削減することで、児
童・生徒と直接関わる時間を確保する等学校全体の指導力向上につなげます。

連絡・検討体制の整備、校務支援システム更改、保護者連絡ツール導入

市立小・中学校施設整備指針に基づき令和７年度以降に順次予定されている各校校舎の建て替
えに当たり、仮設校舎利用期間においても従来どおりＩＣＴ環境を利用できるようネットワーク
環境の移設を行います。

厚木市教育委員会 令和６年 月



（案） 
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１ 計画について                   

 

(1) 策定の趣旨 

令和元年６月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」（令和元年法律第4

7号）が公布・施行され、各自治体において学校教育の情報化を総合的かつ計画

的に推進することが努力義務とされました。 

「厚木市学校教育情報化推進計画」（以下「本計画」という。）は、国の関

係法令や本市の関係計画等を踏まえ、ＩＣＴを活用し、児童・生徒一人一人の

資質・能力を最大限に引き出すことができるよう、本市の学校教育情報化の推

進方針と具体的な取組を取りまとめるものです。 

 

(2) 計画の位置付け 

本計画は、「第10次厚木市総合計画」の個別計画である「厚木市情報化推進

計画」及び「厚木市教育振興基本計画」の実施計画として位置付け、策定しま

す。また、本計画の構成は、国の「学校教育情報化推進計画」を参考としてい

ます。 

 

 

(3) 計画期間 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３年間を対象とします。 
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２ 学校教育の情報化を取り巻く状況                   

 

  学校教育の情報化に関する国の動向（主なもの）は次のとおりです。  

 

(1) 学習指導要領 

平成29年３月に小・中学校を対象とした新学習指導要領が公示され、小学校

は令和２年度から、中学校は令和３年度から全面実施されています。 

新学習指導要領の総則において、「情報活用能力」は「言語能力」と同様に

「学習の基盤となる資質・能力」として位置付けられています。また、同総則

において、「情報活用能力の育成を図るため、各学校においてコンピュータや

情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、こ

れらを適切に活用した学習活動の充実を図ることに配慮すること」と明記され

ています。 

 

(2) 学校教育の情報化の推進に関する法律 

令和元年６月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が施行され、情報

通信技術の活用により、全ての児童・生徒が効果的に教育を受けることができ

る環境の整備を図ることを目的としています。基本理念や国・地方自治体の責

務を明らかにするとともに、国・地方自治体の学校情報推進化計画の策定、基

本的施策等について定められています。 

 

(3) ＧＩＧＡスクール構想 

ＧＩＧＡスクール構想は、「児童・生徒１人１台端末と、高速大容量の通信

ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、

公正に個別最適化された創造性を育む教育を全国の学校現場で持続的に実現さ

せる構想」として、令和元年12月に文部科学省から発表されました。 

ＧＩＧＡスクール構想は、当初、令和元年度から５年間かけて段階的に環境

を整備する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、大幅にス
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ケジュールを前倒しして実施されました。令和３年３月末には全国ほぼ全ての

小・中学校で児童・生徒１人１台端末の導入が完了しています。 

 

(4) 教育DX(注1) 

令和２年12月に文部科学省から「デジタル化推進プラン」が発表されました。

小・中学校を対象としたプランでは、「ＧＩＧＡスクール構想による１人１台

端末の活用をはじめとした学校教育の充実」が主軸となっており、ＩＣＴ端末

の安全・安心な活用の促進、通信ネットワーク環境の整備、学校のデジタル

化・クラウド化の推進、学習者用デジタル教科書の普及促進、オンライン教育

の推進、教職員のＩＣＴ活用能力の向上、ＩＣＴ支援員による支援等について

言及されています。 

また、令和４年１月には、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省の

連名で「教育データ利活用ロードマップ」が発表されました。ロードマップで

は、「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」が

ミッションとして掲げられ、デジタルを手段とする学習者主体の教育への転換

や、教職員が子どもたちと向き合える環境を整えるための論点や工程表が示さ

れています。 

 

(5) 学校教育情報化推進計画 

令和４年12月に文部科学省から発表された「学校教育情報化推進化計画」は、

国の学校教育の情報化の推進に関して、今後の施策の方向性やロードマップを

示すものであるとともに、各自治体の計画策定に当たり参考となるものとして、

次の観点で基本方針が示されています。 

① ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成 

② 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上と人材の確保 

③ ＩＣＴを活用するための環境の整備 

④ ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 

 
(注1) 教育デジタル・トランスフォーメーションの略称。教育において最新のデジタルテクノロジーを活用

し、教育の手法や教職員の業務を変革させること。 
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３ 基本的な考え方                   

 

厚木市教育振興基本計画が掲げる基本理念「未来を担う人づくり」につながる

よう、本市における学校教育の情報化を推進するための取組を行います。 

Society5.0(注2)時代の到来を見据え、ＩＣＴの特性を理解して活用できる力を身

に付け、変化する社会を主体的に生き抜く子どもを育てることを目指し、本計画の

目標は「ＩＣＴの特性をいかした教育の質の向上」とします。 

また、その目標の実現に向けた児童・生徒及び教職員の姿として、それぞれ、

「ＩＣＴ活用能力を身に付け、自ら学びを調整し、他者と協働しながら、夢や可能

性に挑み続ける児童・生徒」、「ＩＣＴを活用し、新時代を担う児童・生徒一人一

人に豊かな学びを提供できる教職員」を目指します。 

さらに、本計画の目標を達成するための具体的な施策として次の４点を基本施策

とします。 

基本施策１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成 

基本施策２ 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

基本施策３ ＩＣＴを活用するための環境の整備 

基本施策４ ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 

なお、上記4点の基本施策のほかに、「市立小・中学校施設整備指針」に基づく

校舎等の建て替えに当たり、校舎等建て替え工事期間においても継続的にＩＣＴ環

境を利用できるよう学校の建て替えに伴うＩＣＴ環境の整備を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注2) 内閣府が提唱する日本が目指すべき新しい社会のコンセプト。サイバー空間（仮想空間）と現実空

間を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のこと。 
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厚木市学校教育情報化推進計画 基本的な考え方 
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４ 本市の学校教育情報化の現状と課題                   

 

本市では、従前から、教職員用パソコンの整備、校内ＬＡＮ整備、各小・中学

校に１クラス分の児童・生徒用タブレット端末の配備等、学校教育の情報化の推

進を図ってきたところです。近年では、平成29年に文部科学省から発表された

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に従い、平成30年度に

校務系情報と学習系情報を明確に区分するネットワーク分離環境を整備するとと

もに教職員の校務負担軽減を目的とした統合型校務支援システムの導入を行いま

した。 

その後、新型コロナウイルス感染症の拡大による、オンラインでの教育機会充

実の必要性が増したことを受け、文部科学省が提唱した「ＧＩＧＡスクール構想」

への対応を着実に実施し、令和３年度当初から児童・生徒１人１台端末の運用を

開始しています。 

令和５年10月に文部科学省から公表された「令和４年度学校における教育の情

報化の実態等に関する調査結果」における主な指標に対する整備状況の結果は、

次表のとおりとなっており、全国平均及び神奈川県の平均値と比べおおむね同等

の割合を達成しているところです。【図表１】 

 

【図表１】令和４年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(抜粋) 

指標 厚木市 神奈川県 全国 

教育用PC1台当たりの児童・生徒数 0.9人/台 0.9人/台 0.9人/台 

普通教室の無線LAN整備率 98.9% 97.6% 97.8% 

インターネット接続率（100Mbps以上） 100.0% 99.9% 98.0% 

普通教室の大型提示装置整備率 87.3% 87.2% 88.6% 

教員の校務用PC整備率 117.7% 122.8% 126.7% 

統合型校務支援システム整備率 100.0% 93.4% 86.8% 

 

一方で、平成30年度以降に相次いで導入したネットワーク分離環境のためのシ

ステムサーバや端末等は、今後一斉に耐用年数の経過や保守期限の到来を控えて

おり、途切れることなく学校教育の情報化を推進していくためには、計画的にシ
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ステム等の更改を実施していく必要があります。なお、新型コロナウイルス感染

症の蔓延
まんえん

を経て、令和３年５月に文部科学省の「教育情報セキュリティポリシー

に関するガイドライン」が改定され、従来のネットワーク分離型から、「ネット

ワーク分離を必要としない認証によるアクセス制限を前提とした構成」が推奨さ

れるようになりました。これは、クラウドサービスの利用を前提としたものであ

り、本市においても、教職員の働き方改革に寄与できるよう、機器の更新に当た

っては利用環境を一新する新たな取組が必要となっています。 

   また、ＧＩＧＡスクール端末の利用環境について、令和２年度末に普通教室及

び特別教室における校内Wi-Fi環境は完備したものの、少人数教室や校庭など学

校全体ではWi-Fi接続ができないエリアが残存しています。文部科学省が提示す

る指標対象ではありませんが、幅広い教育活動におけるＩＣＴ利活用を推進する

ため、これらの環境整備についても検討が必要です。 

 

各小・中学校のＩＣＴ機器の利用実態は、ＧＩＧＡスクール端末の運用を開始

した令和３年度以降、児童・生徒及び教職員を対象としたアンケートを実施し、

効果や課題の把握に努めているところです。教職員アンケートの結果では、端末

利用のモチベーションやスキル、授業で端末を利用する頻度は軒並み増加傾向と

なっており、様々な教育活動の中でＩＣＴを効果的に活用しようとする意識が高

まっていると判断できます。【図表２】【図表３】【図表４】 

 

令和４年度ＧＩＧＡスクール端末利用に関するアンケート（教職員）（抜粋） 

  【図表２】 Q.自身のＧＩＧＡスクール端末利用のモチベーション 
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【図表３】 Q.自身のＧＩＧＡスクール端末利用スキル 
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【図表４】 Q.授業でのＧＩＧＡスクール端末利用頻度 
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一方で、端末活用上の課題を問う設問では、小・中学校ともに「教職員間のモ

チベーションやスキルに差がある」が最も高い値となりました。ＩＣＴ活用に対

する教職員個人の意識の差が教育活動の質の差とならないよう、継続的に操作研

修や事例紹介等を実施し、苦手意識を持つ教職員のフォローを行っていく必要が

あります。【図表５】 

 

  【図表５】Q.ＧＩＧＡスクール端末利用上の課題（R4年度上位３位まで）   
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ＧＩＧＡスクール端末の家庭への持ち帰りは、一定の頻度（月に数回程度～

週３回以上）で実施している割合は小・中学校ともに10%未満であり、大多数

が持ち帰りを実施していないのが現状です。【図表６】 

「端末を家庭へ持ち帰らせた際の課題の出し方がイメージできない」等の声

があることから、今後、活用事例の周知を交えながら積極的に持ち帰りを推進

していく必要があります。 

また、端末の持ち帰りに関しては、学習活動以外に、児童・生徒の心や体調

の状況把握やSOSを発信できるツールとしての役割も期待されているところで

あり、先進自治体の活用事例等を注視し、本市の実態に合わせた活用方法を検

討する必要があります。 

 

 【図表６】Q.ＧＩＧＡスクール端末持ち帰りの実績 

  

 

 

ＩＣＴ機器導入当初の普及期においては、まずは利用してみるという姿勢が

重要ですが、今後一歩進んで活用期に入っていく段階では、児童・生徒の資

質・能力の育成のためのＩＣＴ利活用方法を検討する必要があります。ＩＣＴ

の特性を捉え、ＩＣＴの利用が効果的な場面や内容はどのようなものか、逆に

ＩＣＴから離れて行うべき学習活動はどのようなものかを整理し、ＩＣＴを活
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用した学習方法と従来の学習方法のそれぞれの強みをいかした授業づくりの在

り方等について継続的に研究していく必要があります。 

 

以上の点を踏まえ、児童・生徒一人一人が資質・能力を最大限に伸ばすこと

ができる環境づくり、教職員が指導力を発揮できる環境づくり、またその土台

となるＩＣＴ環境整備を継続的に推進していくための具体的な施策を計画しま

す。 
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５ 施策の方向性                   

 

基本施策１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成  

 (1) 基本的な考え方 

小学校１年生から中学校３年生まで一貫して同じ端末・同じアプリケーショ

ンを利用することで、９年間継続した学びと、これからの社会を生きていくた

めに必要な情報活用能力を育成します。 

この過程において、発達の段階に応じたＩＣＴ機器の操作方法を確実に習得

するとともに、ＩＣＴ機器の特性をいかした主体的・対話的で深い学びを実践

し、思考力・判断力・表現力等を身に付ける必要があります。 

また、インターネットを利用することの特徴を踏まえ、ＩＣＴ機器や扱う情

報を正しく安全に利用できるよう情報モラル教育を推進します。 

なお、児童・生徒１人１台端末の運用が全国的に始まったことに伴い、近年、

デジタルシティズンシップ教育(注3)の実践が求められており、指導方法や教材に

ついて調査研究を実施していきます。 

 

(2) 具体的な取組内容 

 ア 利用者アンケートの実施 

学校現場におけるＩＣＴの利活用状況、課題、経年変化等を適切に把握す

るため、各年度末に児童・生徒及び教職員を対象としたアンケートを実施し

ます。 

  

イ ＩＣＴ機器操作方法の知識と技能の指導 

学習初期の段階は、キーボードやタッチパネル、カメラ機能、インターネ

ット接続等端末が持つ多くの機能に触れ、端末を利用することに親しみを持

てるようにします。 

 
(注3) 「デジタル技術の利用を通じて社会に積極的に関与し、参加する能力」を身に付けることを目的とし

た教育 
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その後、発達段階に応じて、キーボードによる文字入力、電子データの取

扱い、インターネット検索等の基本的な知識と技能を身に付けながら、文書

作成アプリケーション等を活用し自分の考えをまとめ、発表できるよう端末

の活用能力を向上させます。 

また、発展的な学習として、双方向通信やクラウド利用といったネットワ

ーク環境の特性を理解しながら、一人一人が独自の視点で情報を収集・資料

作成したり、他者と即座に情報共有・共同編集したりすることができるよう

になることを目指します。 

 

ウ ＩＣＴ機器を活用した思考力・判断力・表現力等の育成の工夫 

複数の意見・考えを同時に書き込めるアプリケーションを活用し、互いの

考えを視覚的に共有したり、多角的な視点に触れたりすることにより、議論

を深め、思考力や表現力を養います。 

また、音楽や体育の実技、国語や英語のスピーチ等の映像を記録し、課題

点や改善策を自ら振り返ったり、友人と相談したりすることで、問題を発見

し、課題をより良い方向に解決する資質・能力や、主体的に粘り強く自己調

整する力を育みます。 

 

エ プログラミング教育の実践 

プログラミング教育の実践として、小学校においては、家電や自動車など

身近に存在する多くのものにコンピュータが存在し、それらは全てプログラ

ミングで制御されていることを理解することから始め、ＧＩＧＡスクール端

末でプログラミングを体験することを通じて、問題の解決には必要な手順が

あることを学びます。 

中学校においては、技術・家庭科をはじめとする多様な科目でプログラミ

ングを学ぶ過程で、実社会におけるコンピュータの役割や影響を理解すると

ともに、論理的思考力の定着を図り、問題解決に取組む姿勢や豊かな表現力

・創造力を育成します。 
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オ 児童・生徒ＩＣＴ活用能力チェック表 

児童・生徒が段階的にＩＣＴ活用能力を身に付けるための目安となるＩＣ

Ｔ活用能力チェック表を作成します。各学年において習得状況のチェックを

実施するよう各校へ周知し、ＩＣＴ活用能力の育成状況を把握します。 

 

カ 端末持ち帰りの推進 

ＧＩＧＡスクール端末を家庭に持ち帰って活用することで、端末が特別な

ものではなく、教科書やノートと並ぶ日常的な学びのツールとして使いこな

すことにつながるものと捉え、各校に活用事例やアイデアを周知・提供しな

がら、積極的な持ち帰りを促します。 

 

キ ＩＣＴ機器の特性をいかした遠隔授業・交流等 

オンライン会議ツールを活用し、授業で学んだ内容について近隣の学校と

リアルタイムで意見交換を実施したり、小・中学校間や地域住民の方と交流

したりするなど新たな学びの実践を推進します。 

また、本市では、教育に関する交流を図っているニュージーランドと、オ

ンライン交流を実施しており、学校や教室といった従来の枠組みを超えて、

児童・生徒が多種多様な考えや文化に触れる機会を創出します。 

 

ク 学びの蓄積 

ＧＩＧＡスクール端末において最大９年間同じアカウントを利用し、クラ

ウド環境にデータを蓄積していく過程で、過去の授業の成果物や学習の記録

を振り返り、自らの成長を感じるとともに、自己の学びを客観的に捉え、次

の学習に向けた予測や動機付けとなるよう自己調整できる力を育みます。 

 

ケ 情報モラル教育 

児童・生徒の発達段階（学年）に応じたＧＩＧＡスクール端末利用のルー

ルについて指導します。 

また、情報モラル教育として、情報社会において人を傷つけず自分もトラ

ブルに巻き込まれないための知識や適切な行動について指導します。 
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コ 健康面への配慮 

ＩＣＴ機器の長時間利用や利用時の姿勢に伴う視力への影響や、利用時間

が夜間に及ぶことに伴う睡眠への影響など健康面に配慮した指導を行います。 

また、授業を受ける際、適切な環境で大型提示装置や端末を利用できるよ

う、教室内の明るさ等に留意した環境整備を進めます。 

 

サ いじめ・自殺・不登校等の対応の充実 

いじめ・自殺・不登校等の未然防止、早期発見、早期対応に向けて、児

童・生徒の心身の状況の把握や教育相談等においてＧＩＧＡスクール端末等

の活用が進むよう取り組みます。 

 

シ 特別な支援等を要する児童・生徒の端末利用 

ＧＩＧＡスクール端末に標準で備わっているGoogleの補助機能（音声入力、

文字拡大、翻訳等）を積極的に周知し、特別な支援を必要とする児童・生徒

のＧＩＧＡスクール端末の利活用が進むよう取り組みます。 

 

ス 不登校、病気療養等の長期欠席児童・生徒を支援するための環境整備 

不登校傾向の児童・生徒の支援の場として、各校に校内教育支援教室を設

置していますが、一部の学校では同教室に校内Wi-Fi設備が設置されていない

ため、ＧＩＧＡスクール端末を活用した支援を実施できるよう校内教育支援

教室のWi-Fi設備の拡充を図ります。 

また、家から出ることが難しく欠席が長期化している児童・生徒への支援

として、自宅等から参加が可能となるＩＣＴやオンラインの特性をいかした

学習支援及び体験活動等を推進し、支援が必要な児童・生徒が学びたいとき

に学べる環境を整備します。 

病気、けが等により長期入院が必要な児童・生徒に対しては、保護者の同

意の下、長期的にＧＩＧＡスクール端末を持ち出すことが可能となる運用を

引き続き実施します。 

 



厚木市学校教育情報化推進計画 

   17 

  

基本施策２ 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上         

 (1) 基本的な考え方 

児童・生徒がＩＣＴを活用した効果的な学習を進めるためには、教職員一人

一人のＩＣＴ活用スキルと指導力の向上が不可欠です。しかしながら、昨今の

急速なＩＣＴ機器の導入に伴い、教職員間のＩＣＴ活用スキル等の差は広がる

傾向にあります。また、ＩＣＴ機器は、児童・生徒指導や教育相談、校務の効

率化等学習指導以外の場面でも活用が求められるようになってきています。 

そのような状況を受け、教職員間のＩＣＴ活用スキル等の差の解消・縮小に

向けた取組を視野に入れながら、教職員が多くの場面でＩＣＴ機器を効果的に

活用できるよう、活用事例を交えた研修等を実施します。 

特に新採用や他市からの転入等による新規の教職員、短期の非常勤講師等新

たに本市のＩＣＴ環境に触れる教職員が年間を通じて多数在籍することから、

学習の基盤となるPCやソフトウェア（アプリケーション）の基本操作に関する

研修等は、毎年継続的に実施します。 

また、教職員自身が基礎的なＩＣＴスキルを身に付けた上で、児童・生徒が

学習の内容や目的に応じて主体的に適切なＩＣＴツールを選択・決定し、効果

的に学習を進めることができるよう支援できる力も求められます。事例共有や

協働体制の推進を図り、各小・中学校及び教育委員会を含め、市全体で指導力

の向上を目指します。 

 

 (2) 具体的な取組内容 

ア ＧＩＧＡスクール端末利活用研修 

ＧＩＧＡスクール端末（Chromebook(注4)）の基本的な利用方法については、

研修動画を作成し常に視聴可能な状態としていますが、Chromebookの特性

上、頻繁に機能改善などのアップデートがあり利用方法が変わることから、

研修動画も随時更新していきます。 

 
(注4) Googleの基本ソフトを搭載したノートパソコン。インターネット接続を前提とし、起動が早く動作が軽快で

あることが特徴 
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また、新規の教職員等を対象とした基本アプリケーション（文書作成、フ

ァイル共有、オンラインクラス運営、授業支援アプリケーション）等の基礎

研修について、各メーカーの協力を得ながら毎年実施します。 

さらに、職務内容に応じたＩＣＴ活用の推進に向けて、管理職向け、養護

教諭向け、事務職員向け等、教育活動に携わる多様な教職員への研修を実施

します。 

 

イ モデル授業 

校内研究会や教科ごとの研究部会等において、ＩＣＴを活用したモデル授

業を実践し、成果を発表することで全市立小・中学校の利活用向上につなげ

ます。 

 

ウ 教職員ＩＣＴ活用能力チェック表 

教職員が自身のＩＣＴ活用能力を客観的に測ることができるチェック表を

作成し、目標設定やモチベーション向上につなげます。 

 

エ 実践事例案内とアーカイブ化 

各校で実際に行われた学習指導、教育支援、児童・生徒指導、教育相談、

校務の効率化等におけるＩＣＴ活用事例について、連絡会議や通信等の発行

を通して共有する機会を設け、全市立小・中学校の利活用向上につなげます。 

また、優れた活用事例、課題等をネットワーク上に共有データとして保

存・蓄積し、各教職員が授業案を検討するとき等いつでも参照できる環境を

整備します。 

 

オ 教職員情報セキュリティ研修 

ＧＩＧＡスクール端末の導入によりインターネット上のサービスを日常的

に利用する等、以前にも増して情報セキュリティの重要性が高まっているこ

とを受け、教職員一人一人が情報資産の区分に応じた適切な取扱いと管理方

法を習得できるよう、教職員を対象とした情報セキュリティ研修を毎年実施

します。 
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カ ＧＩＧＡステップアップ支援員派遣 

ＧＩＧＡステップアップ支援員を各校に派遣し、ＧＩＧＡスクール端末活

用のための機器準備や授業補助、学習で利用する各種アプリケーションの活

用方法に関する助言等を行うとともに、活用事例を共有することで全市立

小・中学校の利活用向上につなげます。 

 

 

 

基本施策３ ＩＣＴを活用するための環境の整備        

 (1) 基本的な考え方 

学校教育の情報化の基盤となるＩＣＴ機器・ネットワーク環境の整備を行い

ます。児童・生徒及び教職員の双方が、日常的に効果的かつ安全な状態でＩＣ

Ｔ機器を利用できるよう整備を進めます。 

 

(2) 具体的な取組内容 

ア ＧＩＧＡスクール端末の維持管理 

児童・生徒１人１台のＧＩＧＡスクール端末は、令和２年度末に整備し令

和３年４月から運用を開始しましたが、日々の授業等での利用頻度や、家庭

への持ち帰りの頻度の上昇に比例し、機器の故障・破損の件数も増加傾向と

なっています。令和５年度現在、月平均で20台前後、年間で約240台の端末

が破損等による廃棄扱いとなっており、児童・生徒１人１台体制を維持する

ために適切に台数管理を実施するとともに、必要に応じて予備機調達を行い

ます。 

また、令和７年度には運用５年目となり、一般的に考えられる機器の耐用

年数を迎えることから、国の補助事業等を注視しながら、適切に機器更改を

実施できるよう検討を進めます。 
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イ ネットワーク回線の維持管理 

ネットワーク回線については、従来全市立小・中学校を１本に束ねた集中

回線であったものを、令和２年度のＧＩＧＡスクール構想の環境整備時に１

校１回線の方式に変更しています。今後デジタル教科書の利用等により、デ

ータ通信量が増大することが予想されますので、適宜、通信量の測定等を実

施し、適切な通信速度で教材等を利用できるようネットワーク環境の維持に

努めます。 

 

ウ 経済的困難がある家庭への支援 

全ての児童・生徒が、日常的にＧＩＧＡスクール端末を活用した家庭学習

に取り組めるよう、就学援助制度等により通信費の補助の支援を行います。 

 

エ 校外学習用モバイルWi-Fiルーターの整備 

校庭等Wi-Fi電波範囲外での学習や遠足・修学旅行等校外学習の機会におい

てもＧＩＧＡスクール端末を活用できるよう、各校へのモバイルWi-Fiルータ

ーの整備を進めます。 

 

オ 教育情報ネットワーク再構築 

教育情報ネットワークを構成するシステムサーバや端末の耐用年数経過に

伴い、全面的な再構築を実施します。既存のシステムは、平成30年の文部科

学省「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に従い、デー

タセンターに個人情報等を扱うサーバを構築した閉鎖的なネットワークでの

利用環境となっています。 

また、個人情報等機密情報を扱う校務系端末は職員室に有線接続されてい

るため、教室を始め校内各所で業務を行う教職員にとっては業務を行う場所

が制約される状況となっています。 

これに対し、次期ネットワークは、令和３年に改定された文部科学省「教

育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の趣旨を反映し、クラ

ウドサービスの活用に言及する等、セキュリティと利便性の双方のバランス

を考慮した利用環境を実現できるよう構築手法を検討します。 
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カ Ｗｅｂフィルタリングの適切な運用 

児童・生徒及び教職員がインターネットに接続する際にトラブル等に巻き

込まれないようＷｅｂフィルタリングソフト等を導入しており、今後も適切

に閲覧制限が可能となるよう利用環境を整備していきます。 

フィルタリングの強度については、過度なフィルタリングにより学習上必

要なコンテンツに接続できない状況が発生しないよう、随時、個別に設定を

変更できる体制を整備します。 

 

キ 授業目的公衆送信補償金制度の活用 

ＩＣＴを活用した教育現場での著作物利用の円滑化を図るため、授業目的

公衆送信補償金制度を活用します。本制度を活用することで、教職員が授業

で新聞、写真、絵画等様々な著作物を利用する際、個別に著作権者の許諾を

得る必要がなくなり、授業における著作物の円滑な利活用と教育の質の向上

を図ることが可能となります。 

   

ク MEXCBT(注5)の利用環境整備 

児童・生徒が、国のCBT(注6)システム（MEXCBT）を利用する際は適切に利

用できるよう、環境を整備します。 

 

ケ 大型提示装置（電子黒板）の導入 

従来、大型提示装置としてはプロジェクターの整備を進めてきましたが、

利用の都度準備をすることの労力や、明るい教室内では照度が不足すること

等が運用上の課題となっていました。 

これに対し、令和４年度に全市立中学校に電子黒板を導入したところ、利

用者アンケートにおいて「通常の黒板より見やすい、授業がわかりやすくな

った」とする回答が多数を占めたことから、電子黒板導入の有効性は高いも

のと判断し、全市立小学校への段階的な導入に向けた検討を進めます。 

 

 
(注5) 文部科学省が開発したオンライン学習システム 
(注6) Computer Based Testingの略称。コンピュータを使った試験方式 
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コ 教育DXの推進 

文部科学省では、教育ＤＸを「電子化」、「最適化」、「新たな価値の創

造」の３段階に分けて推進しています。 

教育ＤＸとは、アナログからデジタルへの単なる代替ではなく、これまで

の学習の在り方を変容し、再定義することが求められているということを念

頭に、第１段階である電子化の継続的かつ着実な取組を実施するとともに、

第２段階である最適化を見据え、蓄積された教育データを学習指導や生活指

導へ有効に活用できるよう調査・研究を進めます。 

 

サ デジタル教材利用環境の整備 

効果的な授業展開や日々の学習課題提示のため、指導者用デジタル教科書

(注7)や学習者用デジタル教科書(注8)・デジタルドリル教材の導入を進めます。 

(ｱ) 指導者用デジタル教科書 

指導者用デジタル教科書は、採択する各教科書の出版元から提供されるデ

ータを活用し、各教職員がＧＩＧＡスクール端末で利用できるよう整備を進

めます。 

(ｲ) 学習者用デジタル教科書 

学習者用デジタル教科書については、文部科学省が「中央教育審議会にお

ける議論を踏まえ、当面の間は紙の教科書を併用した上で、段階的に導入す

ることを予定する」としており、その動向を注視し、対応を進めます。 

(ｳ) デジタルドリル教材 

児童・生徒一人一人の学習状況や進捗状況の把握を行うことが容易になる

ことや、自学自習の時間、端末持ち帰り時等の補充的・発展的な学習に活用

することができるため、デジタルドリル教材の利用環境を整備します。 

 

   

 

 

 
(注7) 教職員が提示用に利用する教材。動画やアニメーション等を活用して解説することができる。 
(注8) 児童・生徒が個々の端末で教科書の誌面を見る教材 
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シ 電子図書の利活用 

市立中央図書館の利用者カードを児童・生徒に配布することにより、厚木

電子図書館サービスで提供している電子図書をＧＩＧＡスクール端末で閲覧

できる環境をいかし、児童・生徒の日々の読書活動の推進を図ります。 

 

ス 厚木市教育情報セキュリティポリシーの策定 

学校現場に特化したセキュリティ対策を定めるものとして、厚木市教育情

報セキュリティポリシーを策定しており、適切に運用が図られるよう教職員

に対する周知、研修等を実施します。 

また、定めたセキュリティ対策について、定期的に見直しを実施します。 

   

セ 児童・生徒に対する著作権の指導 

児童・生徒が著作権に関する知識を身に付け、著作物やその著作者の創作

行為に対して敬意を払うことができるよう、発達段階に応じた指導を行いま

す。 

 

ソ 生成ＡＩ(注9)の利活用に向けた調査研究 

急速に広まりつつある生成ＡＩの技術は、日常生活で利用する多くのツー

ルに浸透しており、教育の場においても今後の利活用が期待されています。 

文部科学省が公表している「初等中等教育段階における生成ＡＩの利用に

関する暫定的なガイドライン」を参照し、生成ＡＩの利点と欠点や特性を正

確に把握し、効果的に学習の場面で活用していけるよう調査研究を進め、ガ

イドライン策定や段階的な利用について検討します。 

 

 

 

 

 
(注9) 大量のデータを学習し、新たな文章などを生成する人工知能の一種。テキスト生成ＡＩでは人間同士

の会話のような回答が可能。業務効率化などに大きなメリットが期待できる反面、誤情報や著作権侵害等

のリスクがある。 
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 基本施策４ ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善        

(1) 基本的な考え方 

ＩＣＴ利活用による業務改善を目指します。学校における校務の負担軽減を

図り、教職員の長時間労働を削減することで、児童・生徒と直接関わる時間や

授業準備等、授業の質を向上させるための時間を増やし、学校全体の指導力の

向上につなげます。 

 

(2) 具体的な取組内容 

ア 連絡・検討体制の整備 

市内先進校の事例紹介や新たな課題を検討するための横断的な会議体を組

織し、全市立小・中学校におけるＩＣＴ利活用を進めます。 

(ｱ) 各校情報担当者連絡会 

ＩＣＴ利活用の取組状況や課題検討のため、各校担当者による横断的な

連絡会を組織し、情報共有を行います。 

(ｲ) 情報化推進連絡会 

教育委員会関係各課の課長職・担当職員で組織し、教育情報化に関する

取組内容の共有や課題の検討を行います。 

(ｳ) ＧＩＧＡステップアップ支援員連絡会 

各校へ派遣されるＧＩＧＡステップアップ支援員から現場レベルでの活

用状況や課題を聴取し、得られた情報を事例紹介や課題解決策として学校

へ還元することにより、全市立小・中学校における利活用につなげるため、

教育委員会関係各課の担当者とＧＩＧＡステップアップ支援員による連絡

会を組織し、情報共有を行います。 

 

イ 校務支援システムの更改 

全国的に導入が推奨されている統合型校務支援システムは、既に平成30年

度に導入済みですが、現行システムの利用契約期間満了を機に、機能と利便

性を向上させた、より良いシステムの導入を目指しシステム更改業務を実施

します。 
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システム更改に当たっては、最新システム動向の調査研究、現行システム

利用における成果と課題を整理し、評価項目・評価方法の検討等を重ね、最

善のシステムを導入できるよう取組を進めます。 

 

ウ 保護者連絡ツールの導入 

児童・生徒の出欠連絡対応や保護者向け通知の印刷・配布など教職員が

日々の定型業務に要する労力を削減することを目的とし、デジタル処理が可

能となる保護者連絡ツールを導入します。 

 

 

 

その他 学校の建て替えに伴うＩＣＴ環境整備               

(1) 基本的な考え方 

「市立小・中学校施設整備指針」に基づき、令和７年度以降に各校において、

老朽化した校舎の建て替えを順次実施することが計画されています。校舎の建

て替え期間中は敷地内仮設校舎へ教室の移転が予定されていますが、仮設校舎

利用期間においても途切れることなくＩＣＴ環境を利用できるようネットワー

ク環境の移設を実施します。 

 

(2) 具体的な取組内容 

除却対象となる校舎に敷設・設置されているネットワーク配線や機器を仮設

校舎に移設し、児童・生徒及び教職員が、従来と同様に各種端末を利用できる

よう環境を整備します。 
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６ 各施策の実施計画                   

 

計画期間における各施策の実施計画は、別表（非公開）のとおりです。 

 

 

 

 

７ 計画の進行管理と評価               

 

本計画の推進の成果を測るため、次のとおり評価指標と目標値を設定し、教育委

員会等各業務の主管課が各年度に評価を実施します。 

 

基本施策１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成  

  

  

  

  

  

  

  

 評価指標 目標値 

①  
GIGAスクール端末の利用割合 

（週３回以上利用する割合）  

令和6年度 50% 

令和7年度 60% 

令和8年度 70% 

② 

GIGAスクール端末のスキル 令和6年度 60% 

（自分で調べたことや考えをまとめて発表でき

ると感じる割合※小学校5年生以上対象） 

令和7年度 70% 

令和8年度 80% 

     

基本施策２ 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上  

  

  

  

  

  

  

  

 評価指標 目標値 

①  
ICTを活用した授業の実施割合 

（週３回以上実施する割合） 

令和6年度 60% 

令和7年度 70% 

令和8年度 80% 

② 
ICTを活用した指導技術 

（ICTを活用した指導力があると感じる割合） 

令和6年度 60% 

令和7年度 70% 

令和8年度 80% 
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基本施策３ ＩＣＴを活用するための環境の整備  

  

  

  

  

  

  

  

評価指標  目標値 

① デジタルドリル教材等の環境整備 

令和6年度 100% 

令和7年度 100% 

令和8年度 100% 

② 
教育情報ネットワークの再構築 

（業務進捗率）  

令和6年度 50% 

令和7年度 100% 

令和8年度 - 

     

     

基本施策４ ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善  

  

  

  

  

評価指標 目標値  

① 
ICT利活用の取組や課題が共有されていると思う

割合 

令和6年度 50%  

令和7年度 60%  

令和8年度 70%  

 

 



議案第１３号 

 

 

      「厚木市における小中一貫教育の在り方について」について 

 

 

  厚木市における小中一貫教育の在り方について、別紙のとおり定める。 

 

 

令和６年３月１９日提出 
 

                          

厚木市教育委員会 

                                            教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

 本市の各地域の実態に合わせた小中一貫教育をより具体的に検討・実行していくため、

本市における小中一貫教育の在り方を定める。 



小中一貫教育の推進について 本市における小中一貫教育の在り方

小中一貫教育を進める学校の種類及び各特色 本市における各中学校区の現状について

種 類 特 色 中学校区にある小学校の全ての児童が区域内の中学校に進学する場合と、中学校区にある小学校のうち、一

つ以上の小学校の児童が隣接する二つの中学校区に分かれて進学する場合があり、各学校の立地も様々です。

これら各中学校区の現状を踏まえ、本市が小中一貫教育を進める際の学校の在り方としては、中学校併設型

小学校及び小学校併設型中学校を基本として考えています。

（施設の形態については、各中学校区における少子化の見通しと学校規模の適正化の観点及び校舎等の建替

計画を踏まえ、個別に検討するものとします。）

義務教育学校

一人の校長の下、一つの教職

員組織が置かれ、９年間の系

統性を確保した教育課程を編

成・実施する。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

小・中学校は組織上独立した

形のまま、９年間の系統性を

確保した教育課程を編成・実

施する。

連携型小学校

連携型中学校

異なる市町村の学校どうしが、

９年間の系統性を確保した教

育課程を編成・実施する。

本市における小中一貫教育について

小中一貫教育の取組を推進するにあたり、中学校区ごとに「小中一貫教育推進計画」を策定し
ます。中学校区ごとの「小中一貫教育推進計画」を策定する際には、次の項目に留意して策定
するものとします。
ア 教育課程の編成について
（ア）小・中学校間の授業の乗り入れ （イ）９年間で一体的に取り組む特別活動及び総合的な学習の時間の在り方

（ウ）異年齢交流の充実 （エ）学習面・生活面において学年間の段差を生まない円滑な接続の在り方

イ 特別支援教育の一体化について
ウ インクルーシブ教育の一体化について
エ 不登校児童・生徒への一体的な指導・支援について
オ ＩＣＴの活用について
カ 地域連携・協働について
（ア）学校運営協議会の在り方 （イ）地域学校協働活動の在り方

小中一貫教育の学校施設の在り方

施設一体型 施設隣接型 施設分離型

小学校と中学校の校舎の全部
又は一部が一体的に設置され
ている。（校舎が渡り廊下等で
つながっているものを含む。）

小学校と中学校の校舎が同一
敷地又は隣接する敷地に別々
に設置されている。

小学校と中学校の校舎が隣接
していない異なる敷地に別々
に設置されている。

今後の流れ

教育委員会 「厚木市における小中一貫教育の在り方」の周知 ➡各中学校区の検討状況及び活動実践状況の把握・助言、各中学校区の取組を相互周知・活動内容を共有 ➡「小中一貫教育推進計画」の円滑な実施に向けた支援

学 校 現状分析と課題抽出、9年間を見通した教育課程の検討 ➡小・中学校合同の教育活動の試行、課題の整理 ➡中学校区単位で9年間を見通した教育課程を編成 ➡必要に応じた計画の見直し、修正及び実行

学校・家庭・地域 保護者や地域の意見も取り入れながら中学校区ごとの「小中一貫教育推進計画」を策定 ➡計画の実効性について保護者・地域と共に適宜点検

策定の理由
・小中一貫教育とは、小学校と中学校が「目指す子ども像」を共有し、９年間を見通した学校教育目標を設定した上で、系統性・連続性を強化したカリキュラムを編成・実施して進める教育のことです。

本市では小中一貫教育について、平成18年度からモデル校の指定なども含め様々な研究を進めてきましたが、本市の今後の人口推移見込みの中での少子化傾向の予測などを踏まえ、本市の各地域の実態に

合わせた小中一貫教育をより具体的に検討・実行していくこととし、そのための拠り所として、本市における小中一貫教育の在り方を示すこととしたものです。

厚木市における小中一貫教育の在り方について（案） 【概要】

点検・修正計画策定・実施実践・整理・共有周知・検討



 

 

 

 

 

 

厚木市における小中一貫教育の在り方について

【案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

厚木市教育委員会 
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１ 「厚木市における小中一貫教育の在り方」について 

小中一貫教育とは、小学校と中学校が「目指す子ども像」を共有し、９年間を見
通した学校教育目標を設定した上で、系統性・連続性を強化したカリキュラムを編
成・実施して進める教育のことです。 
 小中一貫教育については、本市においても、平成18年度から、モデル校の指定な
ども含め、様々な研究を進めてきましたが、本市の今後の人口推移見込みの中での
地域・学区ごとの少子化傾向の予測などの状況や、令和３年１月に中央教育審議会
から文部科学省に対して出された答申※１の中で、「９年間を見通した新時代の義務
教育の在り方」が示されたことなどを踏まえ、地域の実態に合わせた小中一貫教育
を、時期や形態についてより具体的に検討し、実行していくことが必要であること
から、その拠り所として、本市における小中一貫教育の在り方を示すこととしたも
のです。 
 

※１ 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出
す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現（答申）」令和３年１月 

 

２ 小中一貫教育の推進について 

（１）小中一貫教育を進める学校の種類及び各特色について 

小中一貫教育を進める学校の種類については、制度上の位置付けから３つに分
けることができ、それぞれ次のような特色があります。 

種 類 特 色 設置の根拠となる法令 
義務教育学校 一人の校長の下、一つの教職員組織が

置かれ、義務教育９年間の学校教育目
標を設定し、９年間の系統性を確保し
た教育課程を編成・実施する。 

学校教育法施行規則 
第５章の２ 
第１節 第７９条の２ 

中学校併設型小学校 
／小学校併設型中学校 

組織上独立した小学校及び中学校が、
義務教育学校に準じる形で、９年間の
系統性を確保した教育課程を編成・実
施する。 

学校教育法施行規則 
第５章の２ 
第２節 第７９条の９ 

連携型小学校／連携型中学校 
 
 
 
  

※異なる設置者 

小・中学校の一貫性に配慮した教育を
施すため、当該小学校の設置者が、当
該中学校の設置者との協議に基づき定
めるところにより、教育課程を編成・
実施する。 

学校教育法施行規則 
第４章 小学校 
第５章 中学校 
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◆小中一貫教育を進める学校の種類と施設の形態の組み合わせについて、本市が単独で設置
しうる学校には、次の６パターンが考えられます。 

 施設一体型 施設隣接型 施設分離型 

義
務
教
育
学
校 

① ③ ⑤ 

小
学
校
併
設
型
中
学
校 

中
学
校
併
設
型
小
学
校 

② ④ ⑥ 

※学校の設置者はいずれも厚木市教育委員会 

（２） 小中一貫教育の学校施設の在り方について 

文部科学省が作成した手引※２では、小中一貫教育の学校施設として、次のよう 
な施設形態について、メリット・デメリットや運用の工夫などが示されています。 

※２ 「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」平成28年12月26日 
施設一体型 施設隣接型 施設分離型 

小学校と中学校の校舎の全部又は一
部が一体的に設置されている。 
（校舎が渡り廊下等でつながってい
るものを含む。） 

小学校と中学校の校舎が同一敷地又
は隣接する敷地に別々に設置されて
いる。 

小学校と中学校の校舎が隣接してい
ない異なる敷地に別々に設置されて
いる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○施設一体型／施設隣接型のメリット 
・ほぼ同一の空間において、発達段階を踏まえた９

年間を見通した環境づくりができる。 
・小・中学校教員相互の乗り入れ授業や小学校の教

科担任制を柔軟に行いやすい。 
・異年齢間交流や職員交流、地域人材の共用を行い

やすい。 
・中１ギャップの軽減や９年間を見通した系統的・

継続的な支援を行いやすい。 

○施設分離型のメリット 
・小・中学校の各学区の実情や各学校の実情に応じ

たきめ細かな対応が行いやすい。 
・学区再編が必要なく、小学校段階における登下校

の所用時間を均等化できる。 
・中学校進学時に、生活・学習環境が大きく変わる

ことで、心機一転して学校生活に臨むことができ
る。 

●施設分離型のデメリット 
・小・中学校教員相互の乗り入れ授業や小学校の教

科担任制に制約が生じやすい。 
・異年齢間交流や職員交流、地域人材の共用に制約

が生じやすい。 
・中１ギャップの軽減や９年間の系統的・継続的な

支援が、施設一体型ほど容易でない。 

●施設一体型／施設隣接型のデメリット 
・学区再編が必要な場合があり、小学校段階におけ 

る登下校所用時間が不均等になる場合がある。 
・中学校進学時に、生活・学習環境が大きく変化し 

ないため、心機一転して学校生活に臨むことが難
しい。 
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（３）小中一貫教育の推進により目指す成果について 

ア 学校運営の視点による成果 
９年間を見通した学校教育目標を設定した上で、系統性・連続性を重視した教

育課程の編成や教職員配置等を工夫することにより、児童・生徒にとってより効
果的な教育活動を実施することができます。 

 
イ 学習指導及び児童・生徒指導の充実の視点による成果 

９年間の系統性・連続性を重視して、学年等の縦のつながりと、各教科等の横
のつながりを意識しながら教育課程を編成するとともに、発達段階に応じた学習
規律・生活規律を設定することにより、児童・生徒が安心して過ごせる学習・生
活環境を学年段階・学校段階を超えて安定的に確保することができます。 

 
（４）小中一貫教育の推進により見込まれる効果について 

ア ９年間を見通した系統的な教育課程の編成による効果 
→児童・生徒の発達段階に応じた教育活動の充実 
→円滑な学びの連続性の確立による学力の向上 
 

イ ９年間の系統的な支援体制の充実による効果 
 →児童の中学校進学に伴う不安の解消や個別の支援の連続性確保 

→いじめや虐待事案等の早期発見・早期対応 
→児童・生徒の理解や保護者及び関係機関との連携関係の連続性確保 
 

ウ 異年齢間の交流による効果 
 →上級生が多様な場面でリーダーシップを発揮できることによる自己肯定感や自

尊感情の向上 
→下級生が上級生の姿を手本として学校生活の見通しを持てることによる不安の

解消や学習等への取組意欲の向上 
 

エ 小学校専科教員の配置や高学年における教科担任制の導入などによる効果 
→教科のより専門性の高い学習指導の充実 
 

オ 教職員の負担軽減に関する効果 
→小学校高学年からの教科担任制導入や小・中学校合同での教育活動の実施など

による教職員一人当たりの業務量の削減 
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３ 本市における小中一貫教育の在り方 

（１） 本市における各中学校区の現状について 

厚木市の各中学校区及び各小・中学校の現状は、通学区域や学校間の位置関係
より、次のようにまとめることができます。 

 
ア 通学区域 

通学区域でみると、次のア・イの二つの場合に大別されます。 
（ア）中学校区にある小学校の全ての児童が、区域内の中学校に進学する場合 
（イ）中学校区にある小学校のうち、一つ以上の小学校の児童が、隣接する二つの 

中学校区に分かれて進学する場合 
※（イ）の中でも、一つの小学校の児童がほぼ半数ずつに分かれて二つの中学校に進学する場

合もあれば、各中学校に進学する人数の割合が大きく異なる場合もあります。また、今後の
児童数の推移によっては、適正規模での学校運営が困難になる状況も予想されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6 
 

イ 学校間の位置関係 
多くの中学校区では、小学校と中学校が離れて立地していますが、いくつかの

中学校区では、小学校と中学校の敷地が隣接している場合、道路を挟んで近接し
ている場合、徒歩5分以内の距離に立地している場合などもあります。 

 
（２） 本市における小中一貫教育を進める学校の在り方について 

小中一貫教育を進める学校の種類のうち、本市が単独で設置しうるものとして
は、義務教育学校と、中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校が考えられま
す。本市におけるこれまでの小学校及び中学校それぞれの学校運営に関しては、
児童・生徒の発達段階に応じて、積み上げてきた様々な取組や工夫が文化として
存在し、それぞれの強みとなっています。このことから、本市が小中一貫教育を
進める際の学校の在り方としては、小学校と中学校それぞれの強みや長所を最大
限にいかすために、学校の種類としては中学校併設型小学校及び小学校併設型中
学校の考え方を基本とし、施設の形態（施設一体型／施設隣接型／施設分離型）
については、各中学校区における少子化の見通しと学校規模の適正化の観点及び
校舎等の建替計画を踏まえ、個別に検討するものとします。 

 
（３） 本市における小中一貫教育について 

本市において、小中一貫教育の取組を推進するにあたり、中学校区ごとに「小
中一貫教育推進計画」を策定することとします。 

中学校区ごとの「小中一貫教育推進計画」を策定する際には、本市における小
中一貫教育の在り方及び地域の実態を踏まえ、次の項目に留意して策定するもの
とします。 

 
ア 教育課程の編成について 

本市における小中一貫教育に取り組む基本的な方向性として考えている中学校
併設型小学校及び小学校併設型中学校では、小学校と中学校がそれぞれの運営を
しながらも、系統性・連続性を重視し、地域の特色をいかした自由度の高い教育
課程の編成を行うことができます。 

ただし、各中学校区がそれぞれ独自性の高い教育課程を編成してしまうと、児
童・生徒が転出入をする際に、学習面や学校生活への適応などの面で不都合が生
じる場合もあります。そのため、市内全ての中学校区間において情報交換及び調
整は不可欠であるといえます。 
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それらのことを考慮した上で、９年間を見通した円滑な学びの連続性を確保し、
より高い効果を生むために、教育課程の編成に当たっては次の点を重視します。 

（ア）小・中学校間の授業の乗り入れ 
より専門性が求められる理科や音楽などの教科の授業において中学校教員が 

小学校で授業を行えるよう、小学校と中学校それぞれが時間割の調整を行うな 
どの環境整備を進めます。 

（イ）９年間で一体的に取り組む特別活動及び総合的な学習の時間の在り方 
特別活動における児童会・生徒会活動を共同で実施したり、総合的な学習の 

時間の探究テーマを、小学校から引き続いて中学校で設定したりできるよう、 
柔軟な接続を意識して取組を進めます。 

（ウ）異年齢交流の充実 
児童会・生徒会活動や学校行事などの学校における教育活動のほか、地域行 

事などにおける児童・生徒の参画の仕方についても、それぞれの学校が関わり 
方を調整しながら児童・生徒の交流場面を設定します。 

（エ）学習面・生活面において学年間の段差を生まない円滑な接続の在り方 
各学校の学年間だけでなく、小学校と中学校の間についても接続を円滑に進 

めるため、担当の教職員間で綿密に情報交換等を行ったり、場合によっては以 
前担任をした教員等が児童・生徒の教育相談を実施するなどの取組を進めます。 
 

イ 特別支援教育の一体化について 
児童・生徒の指導・支援方法の情報共有を、より綿密かつスピーディーに行う 

ことにより、小学校から中学校への進学に伴う生活環境の大きな変化の中におい 
ても、支援を必要とする児童・生徒への支援を、より丁寧につなぐとともに、 
「チーム支援」の方法について、小学校・中学校の枠を超えた協力を行います。 
 

ウ インクルーシブ教育の一体化について 
小学校と中学校それぞれの支援方法の共有を進めるとともに、校種で限定しな 

い支援員を導入し、児童・生徒のニーズに対応します。 
 

エ 不登校児童・生徒への一体的な指導・支援について 
小・中学校の教育相談コーディネーターやスクールカウンセラーが児童・生徒 

の情報を共有することで、９年間を見通した支援方針を立てて、継続的に一貫し 
た指導・支援に当たります。 
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オ ＩＣＴの活用について 
施設分離型の学校間でも同一の授業が実施できるよう、テレビ会議システム等 

を活用します。また、９年間を通して学習履歴（スタディ・ログ）を蓄積し、活 
用することで、児童・生徒一人一人に合った、よりきめ細かい学習指導や学習評 
価を行います。 

また、施設分離型の学校では、施設一体型・施設隣接型の学校と比較すると、 
小・中学校教員相互の乗り入れ授業や、児童・生徒間の交流、教職員間の交流に 
制約が生じますが、ICTを活用することにより、オンラインでの交流を積極的に進 
めるなど、施設形態のデメリットを解消することができます。 
 

カ 地域連携・協働について 
小中一貫教育では、地域と学校とのネットワークが小・中学校で継続されるため、 

地域の資源や人材をいかした教育を、９年間の教育課程の中でより効果的に展開 
することができます。このことは、児童・生徒の地域への愛着や、まちづくりに 
参画する意識を継続的に育むことにつながります。 

（ア）学校運営協議会の在り方 
中学校区合同での学校運営協議会の設置や、同一中学校区内の各学校運営協 

議会を合同で開催するなどの取組を一体的に進めるよう努めます。 
（イ）地域学校協働活動の在り方 

小学校と中学校が９年間を見通して設定する「目指す子ども像」を地域で共 
有することにより、学校と地域が目標や目的を共有した、地域学校協働活動の 
推進を図ります。 
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４ 今後の流れ 

市内の各中学校区により、子どもや地域等の実情が異なるため、一律に期限を定
めた取組を進めるのではなく、どの中学校区においても次のプロセスを共通に踏襲
しながら、中学校区ごとに計画の策定、実施及びその点検等を進めます。 
 

 教育委員会  市立各小・中学校及び家庭・地域に向けて、「厚 
木市における小中一貫教育の在り方」を周知する。 

 小・中学校  中学校区単位で地域の実態等を踏まえた現状分析 
と課題抽出を行い、育成を目指す子ども像や学校 
教目標、９年間を見通した教育課程の編成等につ 
いて検討する。 

 
 小・中学校  中学校区単位で児童・生徒の相互交流や教職員の 

協働活動など、小・中学校合同の教育活動を試行 
実践し、計画策定に向けて課題等の整理をする。 

 教育委員会  各中学校区における検討状況及び活動実践状況を 
把握し適宜助言を行うとともに、各中学校区の取 
組を相互に周知し、活動内容を共有する。 

 
 小・中学校  中学校区単位で、育成を目指す子ども像や学校教 

育目標を設定し、9 年間を見通した教育課程を編成 
する。 

 学校・家庭・地域  各中学校区における少子化の見通しと学校規模の 
適正化の観点及び校舎等の建て替え計画を踏まえ、 
保護者や地域の意見も取り入れながら、各中学校区 
ごとに「小中一貫教育推進計画」を策定する。 

 
 教育委員会  各中学校区で策定した「小中一貫教育推進計画」 

の円滑な実施に向けた支援をする。 
 学校・家庭・地域  各学校及び各中学校区における、子どもや地域等 

の実情の変化に応じて、策定した計画の実効性に 
ついて、保護者や地域と共に適宜点検を行い、必要 
に応じて修正し、実行する。 

 

点
検
・
修
正 

  
計
画
策
定
・
実
施 

実
践
・
整
理
・
共
有 

周
知
・
検
討 



 

議案第１４号 
 
 
   厚木市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則について 
 
 
厚木市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則について、別紙のとおり

制定する。 

 
 
  令和６年３月１９日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例及び厚木市部等設置条例の一部

を改正する条例の施行に伴い、厚木市教育委員会の権限に属する事務を市長の事務部局の

職員に補助執行させるため、本規則を制定する。 



厚木市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の７の規定に

基づき、厚木市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事

務の補助執行について、必要な事項を定めるものとする。 

（市長の事務部局の職員に対する補助執行） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の事務部局の職員に補助執行さ

せるものとする。 

(1) 教育委員会の所掌に係る社会教育に関すること（社会教育関係団体の指導

及び育成並びに人権教育に関することを除く。）。 

(2) 学校体育施設の開放に関すること。 

２ 前項の事務の専決については、厚木市教育委員会事務決裁規程（昭和63年厚

木市教育委員会訓令第１号）別表第１に規定する決裁（専決）区分を適用する。

この場合において、「部長」とあるのは「市長部局の部長又は担当部長」と、

「次長」とあるのは「市長部局次長（市長の事務部局の部に次長を置かない場

合にあっては、市長部局の部長又は担当部長）」と、「課長」とあるのは「市

長部局の課長若しくは担当課長又は課に相当するものの長」と読み替えるも

のとする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第１５号 

 

 

  厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校の施設建て替え    

整備業務に係る技術提案書特定委員会規則について 

 

 

厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校の施設建て替え整備業務に

係る技術提案書特定委員会規則について、別紙のとおり制定する。 

 

 

令和６年３月１９日提出 

 

 

                      厚木市教育委員会 

                      教育長 佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

 厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校の施設建て替え整備業務を

委託等するに当たり、プロポーザル方式の審査等により当該業務を受託する候

補者を特定することから、厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校の

施設建て替え整備業務に係る技術提案書特定委員会を設置するため、本規則を

制定する。 



 

厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校の施設建て替え 

整備業務に係る技術提案書特定委員会規則 

 

（設置） 

第１条 厚木市立依知南小学校及び厚木市立緑ケ丘小学校の施設建て替え整備

業務を委託等するに当たり、プロポーザル方式の審査等により当該業務を受

託する候補者を特定するため、厚木市附属機関の設置に関する条例（昭和32

年厚木市条例第17号）第２条第２項の規定に基づき、厚木市立依知南小学校

及び厚木市立緑ケ丘小学校の施設建て替え整備業務に係る技術提案書特定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) プロポーザル方式の種別に関する事項 

(2) 公募型プロポーザル方式にあっては、提案資格に関する事項 

(3) 指名型プロポーザル方式にあっては、技術提案書の提出を要請するもの

の選定に関する事項 

(4) 提出を要請した書類等の審査に関する事項 

(5) その他教育委員会が必要と認める事項 

（委員） 

第３条 委員会の委員は、７人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会

が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和７年３月 31 日までとする。 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決 

するところによる。 

４ 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることが

できる。 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた



 

後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、学校施設課で処理する。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。 



議案第１６号については、 

非公開案件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項１については、 

非公開案件となります。 

  



令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

１　調査結果

　(1) 体力・運動能力

　【体力合計点　80点満点】（10点×８種目＝80点）
小学校男子 小学校女子

中学校男子 中学校女子

※Ｒ２は調査中止のためデータなし

53.0
54.3
55.7

54.4
54.6
55.9

全国
県

厚木市

Ｈ２９ Ｈ３０

39.8
40.8
42.3

40.6
全国

県

Ｈ２９

50.0

厚木市

54.2

厚木市
県

全国
Ｈ２９

54.2
53.4 53.7
52.3 52.7

県

50.6

39.5 47.0

42.1

45.7
46.8 45.9

41.1 39.0 39.9 39.6 49.0 46.8 44.8 44.7
41.7 40.3 41.5 40.8 49.7 46.647.8 48.2

Ｒ４ Ｒ５

41.7 41.2 41.0 41.3 50.2 48.6 47.4 47.2
Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ１ Ｒ３Ｈ３０

53.3
51.8 51.3 51.4 50.6 53.8 53.0 52.2 51.6厚木市

54.6 54.3 54.3
53.2 52.4 52.3 52.3 54.3 53.6 53.6

52.3 52.6
Ｒ１ Ｒ３

55.6全国
Ｈ３０Ｒ４ Ｒ５ Ｈ２９Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

53.6 52.5

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校男子

全国 神奈川県 厚木市

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校男子

全国 神奈川県 厚木市

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校女子

全国 神奈川県 厚木市

43.0

44.0
45.0
46.0
47.0

48.0
49.0
50.0

51.0

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校女子

全国 神奈川県 厚木市

（単位：点）
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資料２



　【種目】

※中学校の持久走・シャトルラン実施状況：持久走２校、シャトルラン1１校
※　　　　　は、全国平均を上回っているまたは同一項目
※　　　　　は、全国平均より４ポイント以上を下回り、課題と考える項目

161.72

162.88

166.34

12.73

12.92

11.60

12.10

8.95

37.23

19.47

20.06

20.52

144.73

9.71

29.89

32.82

8.95

8.93

18.05

15.78

16.36

39.38

13.22

135.14

141.46

144.29

9.79

9.72

36.80

16.01

小５女子

39.59

38.45

17.72

18.10上体起こし(回）

全国

厚木市 16.08

厚木市 192.53

151.13

立ち幅跳び（ｃｍ）

(小）ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ（ｍ）
(中）ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ（ｍ）

全国 20.40

県 20.13

12.43

厚木市 19.38

全国 197.02

県 195.10149.20

77.13

34.83

35.03

33.98

18.66

19.24

16.61

16.13

長座体前屈（ｃｍ）

全国

５０ｍ走(秒）

全国 8.01

県 7.97

9.53

9.47

厚木市 8.00

47.8920mシャトルラン（回）

全国 78.07

県

46.92

厚木市 75.85

50.70

持久走（秒）
男子1,500ｍ・女子1,000ｍ

全国 409.02

県 412.34

厚木市 420.08

厚木市 43.34

小５男子

297.63

312.62

40.60

34.92

36.08

23.00

23.15

全国 51.22

県 49.70

42.60

44.03

厚木市 47.87

38.73

38.66

44.16

県 44.77

44.69

46.61

19.00

46.27

21.34

21.14

21.62

306.26

45.65

40.86

44.38

45.74

厚木市

9.48

反復横跳び(点）

25.82

県 25.87

25.35

種目(８種類）　※中学のみシャトルランと
持久走を選択できる

中２男子 中２女子

握力(kg)

全国 29.02

県 28.78

28.67 23.21
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(2) 運動習慣等 （単位：％）

※　　　　　は、全国平均を上回っているまたは同等項目
※　　　　　は、全国平均より４ポイント以上を下回り、課題と考える項目

①運動が好き
　（好きと答えた率）

38.6

⑥平日における学習以外の
スクリーンタイム
　（３時間以上の率）

⑤毎日の睡眠時間
　（８時間以上の率）

④朝食を毎日食べている
　（毎日食べると答えた率）

②体育（保健体育）の授業は
楽しい
　（楽しいと答えた率）

52.2

小５男子 小５女子 中２男子

県

厚木市

全国

県

厚木市

55.8

43.6

③中学校に進んだら（中学を
卒業しても）自主的に運動す
る時間を持ちたい
　（思うと答えた率）

30.7

38.6

46.0

60.7

40.2

　　⑦　③で「あまり思わない」「思わない」と回答した児童・生徒が「今後どのような事があれば
　　　運動したくなると思うか」　（複数回答可）　）＊上位の回答

中２女子

38.0

44.2

26.1

33.7

43.8

51.9

43.8

県

厚木市

全国

厚木市

友達に誘われたら

自分のペースでおこなうことができた
ら

うまくできるようになったら

自分に合ったスポーツが見つけられ
たら

75.3

全国

51.9

54.6

54.5

49.8

全国

回答

63.4

70.2

72.7

34.3

49.0

54.3

53.4

48.1

55.1

53.6

46.9

20.5

21.9

22.2

59.2

62.8

63.4

40.5

41.9

38.7

37.7

38.6

42.2

48.2

78.4

59.0

79.9

53.4

57.7

59.8

52.3

53.9

53.6

79.4

58.1

全国

県

厚木市

42.9

41.5

37.0

71.3

71.1

70.3

70.8

72.3

72.1

78.6

67.8

76.2

79.2

54.3

54.0

54.7

小５女子 中２男子 中２女子

29.3

29.8

29.8

72.4

49.1

47.6

42.3

66.2

69.1

80.8

65.2

質問項目 小５男子

県

全国

県 66.0

66.0

72.3

74.5

74.7

厚木市

（単位：％）
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(3)学校の取組

①　運動・スポーツが苦手な児童・生徒向けの取組、能力差に応じた取組（行っている回答した割合）

小学校 中学校

小学校 中学校

※Ｒ２は調査中止のためデータなし

53.8 41.7 33.3 50.0 33.3 46.2
48.1 55.3

厚木市 47.8 43.5 43.5 30.4 50.0 40.9 厚木市
34.9 県 46.4 42.5 43.8 48.7県 40.7 41.3 39.0 37.3 44.8

38.6 39.1 38.6 46.3 48.4 47.8
Ｒ４ Ｒ５

全国 58.9 61.5 60.9 36.5 40.6 39.2 全国
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４

50.7 全国
Ｒ５ Ｈ２９ Ｈ３０

59.4全国 56.2 57.8 61.1 42.3 51.9 63.2 55.3 63.0 66.5
Ｒ４ Ｒ５Ｒ１ Ｒ３

県 42.2 44.1 51.7 41.3
58.1

55.2 64.8 64.6 65.4 69.8
56.5 40.9 73.9 39.1 35.0

56.847.5 41.9 県

Ｒ４ Ｒ５

40.9 厚木市 46.2 41.7

②　体育（保健体育）の授業で児童・生徒同士が助け合い、役割を果たす活動（いつも取り入れていると
　回答した割合）

66.7 50.0厚木市 44.4 76.9

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３

（単位：％）

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校

全国 神奈川県 厚木市

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校

全国 神奈川県 厚木市

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校

全国 神奈川県 厚木市

（単位：％）

20%

30%

40%

50%

60%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校

全国 神奈川県 厚木市
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小学校 中学校

④　学校全体の体力・運動能力向上の目標設定（していると答えた率）

小学校 中学校

※Ｒ２は調査中止のためデータなし

60 72.7 厚木市 38.5 41.7 66.7
35.8 40.2

厚木市 43.5 47.8 52.2 69.57 41.7 11.1 46.2
46.5 県 48.9 39.3 47.2 34.9県 31.9 37 43.3 44.99 40.5

64.8 73.4 75.2 68.3 72.3 71.5
Ｒ４ Ｒ５

全国 68.4 80.4 82.1 75.75 80.5 79.3 全国
Ｒ５ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４

23.1 25.0 66.7 91.7 88.9 92.3
84.0 86.6

厚木市 39.1 26.1 34.8 39.13 45 45.5 厚木市
52.3 県 28.5 29.5 61.4 84.6県 29.4 28.1 31.3 47.28 51.8

21.0 22.8 74.4 88.1 88.9 88.9
Ｒ４ Ｒ５

全国 46.5 50 50.5 59.1 59.6 60.3 全国
Ｒ５ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４

③　体育（保健体育）の授業で児童・生徒同士が話し合う活動（すべての学年で取り入れていると
　回答した割合）

（単位：％）

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校

全国 神奈川県 厚木市

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校

全国 神奈川県 厚木市

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校

全国 神奈川県 厚木市

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校

全国 神奈川県 厚木市

（単位：％）
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⑤　授業の目標を児童・生徒に示す活動（いつも取り入れていると答えた率）
小学校 中学校

小学校 中学校

※Ｒ２は調査中止のためデータなし

Ｈ２９

23.1

Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ１Ｈ３０

厚木市 50.0 41.7 41.7 58.3 55.6
33.9 37.748.3 30.2

厚木市 69.6 87.0 87.0 56.5 90.0 95.5
43.6 40.9

41.0 46.5 43.6
県 54.4 64.6 64.4 36.7 40.8 46.8

78.7 87.1 84.7 71.7 77.6 79.6
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３

県

Ｒ４ Ｒ５
全国 全国 47.0 47.7 56.1

61.5厚木市 75.0 83.3 75.0 66.7 88.9
70.3 70.4 70.9

厚木市 47.8 26.1 21.7 52.2 35.0 45.5
43.5 42.2 県 67.4 59.1 65.3

57.5 60.2 67.4 67.3 67.0
県 29.9 35.3 30.0 41.3

Ｒ５
全国 54.8 59.4 58.0 43.9 49.2 46.4 全国 55.5

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４

⑥　体育授業以外での、体力・運動能力の向上に係る取組（すべての児童・生徒に取り入れていると
　答えた率）

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校

全国 神奈川県 厚木市

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校

全国 神奈川県 厚木市

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

小学校

全国 神奈川県 厚木市

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ｈ29 Ｈ30 R1 R3 R4 R5

中学校

全国 神奈川県 厚木市

（単位：％）

（単位：％）
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２ 今年度の成果と今後の課題について 
教育委員会では、令和４年度から引き続き、令和５年度も各学校の結果を中学校区ごと

にまとめた資料や全国・県・厚木市の平均を示した掲示物、各種目のポイントを示した掲

示物等を作成し、中学校区単位での検討や授業においての目標設定に活用できるよう発信

しました。また、ＧＩＧＡスクール端末を活用し、教員向けにクラスルームを立ち上げ、

各種目で有効に活用できる補助運動などの例や、体力テストの経年変化を記録できるソフ

トをクラウド内に提示しました。 
その結果、「学校全体の体力・運動能力向上の目標設定」や「調査結果を踏まえた授業

等の工夫・改善」について、前年度に比べて小・中学校共に大幅な改善がみられたと捉え

ており、今後も取組を継続してまいります。 
今後の課題としては、授業改善と生活習慣の改善の２つと考えています。 
授業改善に関しては、児童・生徒が、運動することが楽しいと思ったり、できないこと

ができるようになったりすることが重要であるため、授業やそのほかの体を動かす機会に

おいて、運動、スポーツが苦手な児童・生徒に向けた取組や仲間同士の助け合いを通した

活動を取り入れる必要があると考えます。 
生活習慣の改善に関しては、「朝食の喫食率」「毎日の睡眠時間」については全国より低

く、「平日のスクリーンタイム」は全国を上回っているといった課題が見られますが、そ

れらの改善に向けては、家庭の理解と協力を得ることが重要と考えます。そのためには、

全国学力・学習状況調査の結果やその分析を経た課題等について、学校から家庭にも情報

を伝えているように、本調査の結果についても、家庭に向けて発信することで、課題意識

を家庭と学校が共有するなどの取組が必要だと考えます。 
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「体育・保健体育の授業に関する教材・教具及び資料等の提供」について 

Google Classroom「体育ルーム・保健体育ルーム」に掲載 

●小学校 

   クラスコード 「ｌｌｈｙｂ７ｃ」（エル・エル・アイ・エイチ・ワイ・ビー・７・シー） 

●中学校 

   クラスコード 「ｄ３ｇｕ７ｇ３」（ディー・３・ジー・ユー・７・ジー・３） 

 

 

 

＜参考①＞ 新体力テスト 記録カード 小１～小６ 

      神奈川県教育委員会ＨＰ参照（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 
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＜参考②＞ポイントカード（一部抜粋） 

神奈川県教育委員会ＨＰ参照（一部抜粋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考③＞厚木市最高記録（一部抜粋）  
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＜参考④＞体力向上カード（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考⑤＞体力測定記録シート （Google Classroom 内のソフト） 
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報告事項３については、 

非公開案件となります。 

 



 資料４  
 

 

令和６年度教育指導の重点と教職員の研修方針について 

 

 

令和６年度教育指導の重点と教職員の研修方針について、別紙のとおり作成しましたの

で、報告するものです。 



   

厚木市教育大綱 

３ 子どもたちが未来の担い手となるために「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランス良 
 く育み、心豊かにたくましく生きる力を培います。 

４ 教職員が子どもたちと向き合う時間の確保に取り組み、自信とゆとりを持って指導に当たることが 
 できるよう支援します。 

５ 地域をつくる人々と共に安心・安全な環境づくりに取り組み、快適に学べる質の高い学習環境を整 
 えるとともに、事故や犯罪、災害などから子どもたちを守ります。 

１ 多様化する子育てニーズに対応した支援を充実させ、笑顔で子育てできる環境をつくります。 

２ 先進的な教育を実践し、社会の変化に柔軟に対応できる力を育み、いつでもチャレンジできる環境 
 をつくります。 

 

６ 平和や命の尊さ、人権や多様性の大切さを学ぶとともに、誰もが安心して自分の可能性や個性を伸 
 ばせる教育を推進します。 

８ 特色ある公民館活動や地域活動による住民同士の学び合いなどを通して、豊かな地域づくりと担い 
 手づくりを推進します。 

９ ふるさと厚木の自然や歴史、文化・芸術に触れて郷土愛や豊かな感性を育むとともに、生涯にわた 
 って学べる機会の充実を図ります。 

10 いつまでもいきいきと運動できる環境を整備し、充実したスポーツ・レクリエーション活動を通し 
 て活力ある地域づくりを推進します。 

人と人とのつながりを深める

教育と、地域で育まれてきた

文化・伝統や豊かな自然を未

来へつなぐ教育の実現 

ひら 

自他の命や豊かな感性を大切

にし、多様性を認めながら共

に生きていく力の育成 

変化する社会に自ら進んで関

わり、人々と協働してより良

い社会を創る力の育成 

対象期間：令和３年度から令和８年度までの６年間 

三つの 約束 
  

安心・安全で快適な環境を整

備し、一人一人の健やかな心

身の成長を支える教育の実現 

一人一人が伸び伸びと自分ら

しく輝けるよう、個性や特長

を伸ばす教育の実現 

未来を担う人づくり 
 

三つの 力 

自ら学び、鍛え、未来を拓

き、夢や可能性に挑み続ける

力の育成 

基本理念 

基本方針 

基本目標 

７ 家庭・地域・学校のつながりをより一層深め、協働して地域の宝である子どもたちを育みます。 
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１ 計画構成図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  厚木市が目指す教育 

 

未 

来 

を 

担 

う 

人 

づ 

く 

り 

挑 戦 
自ら学び、鍛え、

未来を拓
ひら

き、夢や

可能性に挑み続

ける力の育成 

共 生 
自他の命や豊か

な感性を大切に

し、多様性を認め

ながら共に生き

ていく力の育成  

創 造 
変化する社会に

自ら進んで関わ

り、人々と協働し

てより良い社会

を創る力の育成 

１ 自立につながる 

「生きる力」*の育成 

２ 子どもたちを育てる 

支援体制の充実 

３ 安全な教育環境の整備 

４ 安心して共に学べる 
教育の推進 

６ 地域主体で取り組む 
社会教育*の振興 

７ 地域文化の振興と 
自主的な学びの支援 

８ スポーツ活動の推進 

５ 家庭・地域・学校の 
協働の推進 

基本方針 

計画を実現するために欠かせない取組として、「誰もが安心し 

の協働による特色ある学校づくりと地域づくりの推進」を掲げ、 

 

計画を支える『安心』と『協働』 

基本理念 

基本目標 
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未来を担う人づくりのために 

未来の担い手となるために「確かな学力」*、「豊かな心」、「健やかな体」

をバランス良く育み、心豊かにたくましく生きる力*を培います。 

教職員が子どもたちと向き合う時間の確保に取り組み、自信とゆとり

を持って指導に当たることができるよう支援します。 

地域をつくる人々と共に安全な環境づくりに取り組み、子どもたちが

快適に学べる質の高い学習環境を整えます。 

家庭・地域・学校のつながりをより一層深め、協働して地域の宝であ

る子どもたちを育みます。 

特色ある公民館活動や地域活動による住民同士の学び合いなどを通

して、豊かな地域づくりと担い手づくりを推進します。 

ふるさと厚木の自然や歴史、文化に触れて郷土愛を育むとともに、生

涯にわたって学べる機会の充実を図ります。 

いつまでもいきいきと運動できる環境を整備し、充実したスポーツ・

レクリエーション活動を通して活力ある地域づくりを推進します。 

人権や多様性の大切さを学ぶとともに、誰もが安心して自分の可能性

や個性を伸ばせる教育を推進します。 

て学び、自分の力を発揮できる環境づくりの推進」と「家庭・地域・学校 

未来を担う人づくりに向けた計画の推進を支えます。 

第２次教育振興基本計画 
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Ⅰ 教育指導の重点 
 

今日、児童・生徒を取り巻く社会環境の変化は身近な生活も含めてあらゆる領域に及

んでおり、将来、児童・生徒が成人し、社会で活躍する頃の世の中においては、生産年

齢人口の減少、グローバル化の進展や人工知能（AI）を始めとした技術革新等により、

社会構造や雇用環境は更に大きく変化していると思われる。 

そして、そのような未来の社会に生きる児童・生徒に対する教育の在り方・進め方に

ついても、大きな変革・新たな対応が求められている。 

 

これからの学校教育の在り方について、学習指導要領の前文においては次のように示

されている。 

「これからの学校には、こうした（教育基本法第１条及び第２条に示す）教育の目的

及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の児童・生徒が、自分のよさや可能性を認識す

るとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる

ことができるようにすることが求められる。」 

また、中央教育審議会の答申(令和３年１月)では、日本の学校教育がこれまで担って

きた、「学習機会と学力の保障」、「全人的な発達・成長の保障」、「身体的、精神的

な健康の保障」といった役割を継承しつつ、学習指導要領を着実に実施する中で、ＧＩ

ＧＡスクール構想の実現による新たなＩＣＴ環境を活用しながら、個別最適な学びと協

働的な学びを一体的に充実し、義務教育９年間を通した系統性・連続性のある教育課程

及び指導体制の下、決して誰一人取り残さず、全ての児童・生徒の資質・能力を育成す

るといった「令和の日本型学校教育」の実現に向けた改革を推進していくことが示され

ている。 

 

学校には、このような新しい時代の学校教育が目指すべき姿を踏まえた上で、教育活

動全般において、主体的な創意工夫による特色ある教育活動を積み重ね、「主体的・対

話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進することにより、児童・生徒に、生き

て働く「知識・技能」の習得、未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」

の育成、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養とい

った、資質・能力の育成を重視した教育を展開することが求められている。 

 

また、資質・能力の確実な育成に向けては、学習指導要領には「社会に開かれた教育

課程」の実現が重要であり、児童・生徒が、「何ができるようになるか」、「何を学ぶ

か」、「どのように学ぶか」、「児童・生徒一人一人の発達をどのように支援するか」、

「何が身に付いたか」、「実践するために何が必要か」の視点から、教育課程に基づく

日々の教育活動を展開することが示されている。 

 

教職員は、そのような「学校教育の担う重要な役割」を改めて自覚し、児童・生徒が未
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来の社会を切り拓き、たくましくしなやかに生き抜くための資質・能力の育成に努めなけ

ればならない。 

 

  本市では、社会の変化に関する見通しや学習指導要領等の示す内容を踏まえ、令和３年

度に策定された厚木市教育大綱に基づき、６年間の取組を進めている。 

また、厚木市教育委員会では、第２次教育振興基本計画を策定し、「未来を担う人づく

り」を基本理念として継続しつつ、「挑戦」、「共生」、「創造」を基本目標に掲げ、令

和３年度から12年間の取組を進めている。 

これら三つの基本目標において、育成を目指す力は次のとおりである。 

「挑戦」自ら学び、鍛え、未来を拓き、夢や可能性に挑み続ける力 

「共生」自他の命や豊かな感性を大切にし、多様性を認めながら共に生きていく力 

「創造」変化する社会に自ら進んで関わり、人々と協働してより良い社会を創る力 

 

以上を踏まえ、各学校においては、児童・生徒一人一人が将来、持続可能な社会の担い

手として活躍できるよう、教育活動全体においてＥＳＤの視点を持ち、学校教育目標を設

定し、その実現に向けて教科等横断的な教育課程の編成を推進することとする。 

また、教育委員会教育部では、令和６年度、次に掲げる11項目を学校教育における教育

指導の重点として、未来を担う人づくりを推進していく。 
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１  学校経営・運営の充実 
(1) コミュニティ・スクールの機能をいかし、家庭及び地域社会と協働し、安心・安全で

社会に開かれた学校、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりに努める。 

 

(2) 校長の経営方針の下、教育目標の実現に向けて児童・生徒や地域の実態を踏まえ、学

校の特色をいかした教育課程を編成・実施・評価し、改善を図るカリキュラム・マネジ

メントの確立に努める。 

 

(3) 学校の教育課題を明確にするとともに、学校・学年・学級経営等が効果的に機能し、

新たな課題にも対応できるよう、教職員による組織的な指導体制づくりを進め、全教育

活動を通してその解決に努める。 

 

(4) インクルーシブ教育の理念に基づき、個別の教育的ニーズのある児童・生徒に対して、

ニーズに応じた指導・支援ができる多様で柔軟な教育環境を整備し、共に学び共に育つ

場において、多様な学びができるよう、個に応じた柔軟な指導の充実を図るとともに、

互いを尊重し合う人間関係づくりに努める。 

 

(5) 指導の形態について、個別指導や少人数指導、グループ別指導等、学習集団の大きさ

の工夫や、習熟度に応じた指導、ＧＩＧＡスクール端末を効果的に活用した指導、指導

する教職員の得意分野をいかした指導など、柔軟な工夫・改善を図り、全ての児童・生

徒の可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現に努める。 

 

(6)  自校の教職員の「出退勤管理システム」を活用し、教職員の働き方改革を推進する

とともに、学校経営の成果と課題に役立てるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和６年度 取組の重点 
各小・中学校が、子どもたちの「生きる力」を育むことを目的に、特色ある学校づく

りを推進し、各校の重要課題や新たな課題等への対応を図るため、基本予算のほか、学

校と教育委員会が連携して、特定の課題の解決に向け、重点的に取り組む事業に対し、

各校が設置した委員会からの申請を受け、「特色ある学校づくり交付金」を交付する。 
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２  児童・生徒支援の充実 
(1) 児童・生徒が社会的資質・能力を獲得し、それらを適切に活用して自己実現を図りな

がら自己の幸福と社会の発展を追求していけるよう、全ての教育活動の中で意図的・計

画的・組織的な指導・支援を行う。 
 

(2) 全ての教職員が、「共に学び共に育つ」理念と児童・生徒の実態や背景等について丁

寧に理解する意識を共有し、学校としての指導・支援体制を築くとともに、家庭や地域

社会、関係諸機関及び小・中学校間等における連携・協力を密にしながら取組を進める。 

 

(3) 児童・生徒の困っていることに敏感に気付き、共感的理解と受容の姿勢で寄り添い、

児童・生徒の実態を多面的に把握した上で、児童・生徒が自ら将来の自立に向かう力を

身に付けることができるよう、一人一人に応じた適切な指導・支援を組織的に進める。 

 

(4) 児童・生徒一人一人が自己有用感や自己肯定感を高めることができるよう、分かる 

喜びや学ぶ意義を実感できる授業づくり、自他を大切にし、互いを認め合える環境づく

りなどの視点を持って、指導方法の工夫改善に努める。 

 

(5) 児童・生徒の個性の伸長を図り、社会的資質・能力を高めていくためには、児童・生

徒が主体的に取り組む共同的な活動が必要不可欠であることを十分認識し、授業はもと

より、様々な形態や場面での交流活動を意図的・計画的に取り入れるなど、全ての児童・

生徒が活躍し、互いを認め合える場の設定に努める。 

 

(6) 生活や学習において様々な課題を抱え、配慮を必要とする児童・生徒については、 

教育相談コーディネーターを中心とした協働体制の下、保護者や関係諸機関等と連携し

て教育支援計画※等を作成し、個に応じたきめ細かな指導・支援に努める。また、その

際には、ＩＣＴの活用などを含めた効果的な支援や指導方法の工夫改善に努める。 

※教育支援計画 

   厚木市版の教育支援計画で、支援が必要な児童・生徒に対して作成するもの  

(C4th書庫＞実務の手引き＞書式・マニュアル＞教育指導課及び青少年教育相談センターのフォルダ

に保存)  

 

 (7) 不登校児童・生徒の支援については、校内の別室等を活用した「校内教育支援センタ

ー」の運営を充実するとともに、自宅でのＧＩＧＡ端末を活用した学習活動等、社会的

な自立に向けて一人一人の状況に応じた段階的な支援を促進し、多様で適切な教育機会

の確保に努める。 

 

(8) 特別支援教育については、全ての教職員が障がいに関する知識や配慮等についての正

しい理解と認識を深め、特別支援学級の担任を中心に、児童・生徒一人一人の特性等に
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応じた指導や支援を組織的かつ効果的に行うよう努める※。また、日頃から複数の教職

員の視点で児童・生徒の実態や教育的ニーズを把握し、早期に適切な指導や支援につな

ぐことを意識する。 

※特別支援学級に在籍する児童・生徒の教育支援計画及び個別の指導計画については、医療や福祉

等の関係機関との連携について、家庭と十分に相談し、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

第７章に示す自立活動を取り入れ、長期的な視点で作成することが求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
３  学習指導の充実 
(1)  「何ができるようになるか」の視点から、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学

習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。）において、「生きて働く知識・技

能の習得」、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」、「学び

を人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等の涵養」の三つの柱で整理さ

れた目標を踏まえ、身に付けた知識・技能を他の学習や生活の場面で活用できるよう、

授業改善に努める。 

 

(2)  「何を学ぶか」の視点から、小・中学校９年間の一貫性のある教育課程を実施し、新

しい時代に必要となる資質・能力を児童・生徒に確実に育成できるように努める。その

際には、学校教育法施行規則（第51条別表第１及び第73条別表第２）に示す必要な授業

時数を確保するとともに、「縦」のつながり（学年間・学校段階間）と「横」のつなが

り（学級間・教科等間）を意識した教育課程の編成と学習指導の充実を図る。 

 

(3)  「どのように学ぶか」の視点から、各教科等の指導においては、「主体的・対話的

で深い学び」※の実現に向けて授業改善に努める。 

 

※「主体的・対話的で深い学び」とは 

主体的な学び：見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次の課題設定

につなげられること。 

対話的な学び：児童・生徒同士の協働や、他者との対話等を通して、自己の考えを広げ深める

思考の深化・拡充ができること。 

深 い 学 び ：各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、より深く理解した

り、考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に

創造したりすること。 

○令和６年度 取組の重点 
各学校の状況に応じた不登校の対応（未然防止・初期対応・社会的自立にむけた支援）

を充実させるため、「校内教育支援センター」※の取組を進める。安心できる居場所・学

びの場の環境づくりを行い、一人一人の状況に応じた段階的な支援の充実を目指す。 
※「フリールーム」「こころの教室」「リソースルーム」を「校内教育支援センター」 として位置づける。 
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(4)  「子ども一人一人の発達をどのように支援するか」の視点から、インクルーシブ教育

の推進に当たり、特別な配慮を必要とする児童・生徒はもとより、全ての児童・生徒に

とって分かりやすい指導の充実に向け、ユニバーサルデザインの視点を持ち、指導の内

容・方法・形態等の工夫改善を図る。 

 

(5)  「何が身に付いたか」の視点から、各教科等の評価については、児童・生徒にどのよ

うな力を身に付けさせるのかについての具体的な目標と評価規準を設定し、それらに準

拠した評価方法及び指導との一体化を図る。 

 

 

 

 

(6) 「実施するために何が必要か」の視 

点から、児童・生徒の学力や学習状 

況等を把握・分析し、成果と課題の検 

証に基づいて継続的に授業改善に取 

り組み、「学力向上プロジェクト」に 

基づくＣＡＰＤｏサイクル（右図）に 

より、家庭との連携を意識しながら、 

学力向上に向けた学校全体の取組を 

一層充実させるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：学力向上プロジェクトのＣＡＰＤｏサイクルイメージ 
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４  人権教育・インクルーシブ教育の充実 
(1) 人間尊重の精神を基盤として、全ての教育活動を通して、児童・生徒の発達の段階に

応じた人権教育の充実を図り、あらゆる立場の人がお互いにかけがえのない人として尊

重し合い、多様性を認め合える児童・生徒の育成に努める。 
 

(2) 共生社会の実現に向けて、家庭・地域・学校が連携して児童・生徒を支える体制づく

りを行い、障がいの有無や国籍、性別などにかかわらず、全ての児童・生徒が共に学び

共に育つことを目指すインクルーシブ教育を推進する。 

 

(3) 全教職員が積極的に自らの人権感覚を磨き、児童・生徒理解を深める中で、豊かな感

性を育み、思いやりと連帯感に満ちた集団づくりに努める。 

 

(4) 個別の教育的ニーズのある児童・生徒が、必要なときに適切な指導・支援を受けられ

る多様で柔軟な支援体制整備を図り、全ての児童・生徒ができるだけ同じ場で安心して

学ぶことができる学級づくりや授業づくりを行うよう努める。 

 

 
５  道徳教育の充実 
(1) 道徳教育は、児童・生徒一人一人に、より良く生きるための基盤となる道徳性を養う

ため、家庭・地域・学校が連携して進めるものであることを踏まえ、学校は、育成を目

指す児童・生徒の姿などについて、日頃から家庭及び地域社会と理解を共有するよう努

める。 

 

(2) 学校における道徳教育は、道徳的判断力、道徳的心情や道徳的実践意欲と態度の育成

を目指し、各学校の全体計画を基に、道徳科（年間35単位時間）を要として、教科等横

断的な視点を持ちながら、全ての教育活動を通じて行うものであり、児童・生徒の発達

段階や実態に応じた適切な指導を、全教職員の協働で行うよう努める。 

 

(3) 特別活動における学級や学校生活での集団活動及び体験的な活動は、日常生活におけ

る道徳的な実践の指導を行う機会と場として、道徳教育において大きな役割を果たすも

のであるため、特別活動と道徳教育の関連を意識することにより、双方の取組における

学習効果を相乗的に高める工夫を図る。 
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６ 環境・防災教育の充実 
(1) 環境や防災に関する教育は、持続可能な社会の実現とその社会を担う人材の育成に向

け、現代的な諸課題への対応として教科等横断的な視点で進める必要があるため、学校

においては、児童・生徒の発達段階や地域の実態等を考慮しながら、各教科等の学習に

おける関連を明確にし、学校全体で取り組むよう努める。共通の視点の一つとして、2050

年カーボンニュートラルの実現に向けた取組について学び、環境教育の充実を図る。 
 
(2) 自然災害を始めとした様々な災害に関する知識を身に付けるとともに、情報を正しく

判断し、安全を確保するための意思決定や行動ができるよう、家庭や地域社会及び関係

諸機関等と連携を図りながら、防災教育の一層の充実に努める。 

 

 

７ 国際理解・英語教育の充実 
(1) グローバル化が進む社会において、共生社会の実現を目指して、多様な他者を価値

ある存在として尊重する意識を持ち、人生や社会をより良いものにするために協働し

ていくことができる資質・能力や互いの考えを伝え合うことができるコミュニケーシ

ョン能力の育成に努める。 
 

(2) 自国の言語、歴史、伝統等に関することや様々な国及び地域についての知識を身に付

けるとともに、ＩＣＴの活用を含めた様々な形での交流を通して、文化や考え方の多様

性を体験的に理解できるよう指導の工夫改善に努める。 

 

(3) 日本語の理解が十分でない外国につながりのある児童・生徒が、日本の学校生活に適

応できるよう、一人一人の状況に寄り添った教育課程の編成や支援策の構築などを行う。

また、様々な国にルーツを持つ児童・生徒との共生を通して、それぞれの国の生活習慣

や文化を知り、尊重する態度の育成に努める。 

 

 

 

８  情報教育の充実 
(1) 学習の基盤となる資質・能力の一つとして、情報を主体的に捉え、何が重要かを考 

え、見いだした情報を活用し、他者と協働しながら新たな価値の創造に向かう、情報活

用能力（基本操作、プログラミング的思考、情報モラル等）の育成を推進する。 

 

(2) 児童･生徒の「確かな学力」を育むため、ＩＣＴの基本的な操作や情報の収集・整

理・発信等の情報活用の実践力を養い、各教科等で「一斉学習」、「協働学習」、「個

別学習」など学習場面に応じ、ＧＩＧＡスクール端末を始めとしたＩＣＴの積極的な

活用を図るとともに、より効果的な活用に向けた研修を通して教職員の指導力の向上
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に努める。また、日常的な持ち帰りによる家庭学習や自分のペースで繰り返し学習す

ることができるデジタルドリル等を活用し、児童・生徒一人一人の基礎の定着を図る。 

 

(3) 論理的思考力(プログラミング的思考)を身に付けさせるとともに、身近な社会がＩ

ＣＴ等の技術によって支えられていることに気付き、ＩＣＴ等を効果的に活用して問

題を解決したり、より良い社会を築いたりしようとする態度の育成に努める。 

 

(4) インターネットやスマートフォン等の利用が広がる中、自他の権利を尊重し、情報社

会での行動に責任を持つとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、情報を正しく安全に

利用できるよう、今日的な課題を踏まえつつ児童・生徒の情報モラルの育成に努める。 

 

 

 

９  キャリア教育の充実 
(1) 児童・生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的

自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活

動を要としたキャリア教育の充実を図る。 

 

(2) 小・中・高等学校の各学校段階における児童・生徒のキャリア形成をつなぐ視点から

「キャリア・パスポート」を効果的に活用し、小・中学校９年間の教育活動全体を通し

たキャリア教育の推進に努める。 

 

(3) 職場見学や職場体験、職業講話などのキャリア教育における体験的な学習を効果的に

展開できるよう、保護者や地域社会との良好な協力体制の構築に努める。 

 

 

 

10  健康・安全教育の充実 
(1) 児童・生徒が日常生活全般において、健康及び安全に関する知識を身に付け、必要な

情報を自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行うことができる資質・能力の育成に

努める。 

 

 (2) 身の回りの生活における安全及び交通安全に関することや、ＩＣＴの普及に伴う心身

への影響等の課題、感染症等を含む保健衛生に関することなどを取り上げ、児童・生徒

が情報や状況を正しく判断し、危険を回避することができるよう指導の充実を図る。特

に、登下校中の安全に関する指導及び法改正による全年齢での自転車ヘルメットの着用

努力義務化を受けた小・中学生の自転車ヘルメットの着用促進を含めた交通安全指導を

強化し、交通事故における被害者、加害者を出さないことを目指す。 
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(3) 心と体を一体として捉え、家庭や地域社会及び関係諸機関等との連携を密にしながら、

心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現することや、食に関する正しい

知識と望ましい食習慣を身に付けること、児童・生徒が自ら健康状態を把握し、望まし

い基本的な生活習慣を構築することなどにより、生涯にわたり健康で活力ある生活を送

ることができるよう指導の充実を図る。 

 

 

 

11  理数教育の充実 
(1) 急速な技術革新の中、児童・生徒がこれからの社会の変化に主体的に対応できるよ 

う、身近な生活の中から理数を学ぶ意義や有用性を感じたり、様々な原理や法則が科

学技術を支えていることを知ったりすることを通して、児童・生徒の理数への興味・

関心を高めつつ、体験的な学習やＩＣＴの効果的な活用を通して、学んだことを適切に

社会でいかすことができる資質・能力の育成に努める。 

 

(2) 地域の大学や企業、研究機関等、市内にある恵まれた環境をいかし、それらの施設と

効果的に連携・協力を図りながら、科学技術への理解を深め、理数教育の一層の充実に

努める。 
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Ⅱ 教職員の研修方針  
21世紀を切り拓く心豊かでたくましい国民の育成を目指すという観点から、教育基本法では、

教員の使命と職責等について規定されるとともに、教員は研究と修養に励むべきことや、養成

と研修の充実が図られるべきことが明記されている。 

このような中で、学習指導要領の基本的な理念として、子どもたちが未来社会を切り拓くた

めの資質・能力を学校と社会が共有し、連携しながら育成する「社会に開かれた教育課程」の実

現や「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善、教育活動の質を向上させ、学習効果

の最大化を図る教科等横断的な視点に立った「カリキュラムマネジメント」の確立が求められ

ている。 

その実現のためには、研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドラインに沿

って、教師の資質向上のため主体的に研修に取り組み、教職員一人一人が広い視野に立ち、社

会の変化に柔軟に対応するとともに、教育者としての情熱と使命感をもって教育にあたること

ができるよう絶えず研究と修養に励み、自らの資質・指導力の向上に努めなければならない。 

教育委員会においては、教育基本法をはじめ学校教育法等の法令、厚木市教育大綱及び厚木

市教育振興基本計画を踏まえるとともに、学校における働き方改革を推進するとともに、教職

員の専門性と資質能力の向上を目指し、また、研修成果が全教職員に還元されるよう、次のよ

うに研修方針を定める。 

 

１ 人格的資質を高める研修 

教育者としての使命と責任を深く自覚し、一人一人の人権を尊重した教育の実現により、

児童・生徒や保護者、地域からの信頼に応えることができるよう、豊かな人間性や社会性、

コミュニケーション能力など、総合的な人間力の向上に努める。 

２ 授業力を高める研修 

学習指導要領の目標や内容等について、より一層の理解を深め、未来の創り手となるた

めに必要な資質・能力を育むために、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に

充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善ができるよう指導力の向

上に努める。  

３ 課題解決力を高める研修 

社会の変化に柔軟に対応する力を育むため、今日的な教育課題に関して、より深い児童・

生徒理解に基づいた適切な指導が実践できるよう対応力の向上に努める。   

４ 専門性を高める研修 

職層や職務に応じて、教職員としての専門性を高め、資質能力や組織力の向上に努める。 

５ 研修成果の還元 

様々な研修や教育に関する専門的な調査・研究を通して、研修等の成果を各学校に還元

し、教育活動の改善・充実を図る。 

                                    

なお、研修の目的やねらいに応じて、集合型研修とオンライン研修のそれぞれの特性をいか

した研修を実施する。 
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担当 研修名・部会名　等

研修方針1

人格的資質を
高める研修

研修方針２

授業力を
高める研修

研修方針３

課題解決力を
高める研修

研修方針4

専門性を
高める研修

英語教育推進部会 ● ●

児童指導推進部会 ● ●

外国籍児童・生徒等指導推進部会 ● ●

特別支援教育推進部会 ● ●

インクルーシブ教育推進部会 ● ●

食育推進部会 ● ●

学力向上推進部会 ● ●

図書館教育推進部会 ●

通級指導教室推進部会 ● ●

小学校理科の観察・実験講習会 ●

特別支援教育出張研修会 ● ●

教育研究発表会・教育講演会 ● ● ● ●

新任校長研修会 ● ●

新任教頭研修会 ● ●

総括教諭研修会 ● ●

人権教育研修会 ● ●

初任者研修会 ● ●

新規臨時的任用職員（教員）研修会 ● ●

寺子屋講座（合唱） ● ●

寺子屋講座（国語科の授業づくり） ● ●

寺子屋講座
（中学校：自由進度学習の進め方）

● ●

寺子屋講座（社会科の授業づくり） ● ●

寺子屋講座
（小学校：自由進度学習の進め方）

● ●

寺子屋講座
（算数・数学科の授業づくり）

● ●

寺子屋講座
（GIGA端末操作研修〔基礎編〕）

● ●

寺子屋講座
（ICT活用研修～授業に役立つ活用方法を
学ぶ～）

● ●

教
育
指
導
課

学校教育部　研修等一覧表

教
育
研
究
所
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担当 研修名・部会名　等

研修方針1

人格的資質を
高める研修

研修方針２

授業力を
高める研修

研修方針３

課題解決力を
高める研修

研修方針4

専門性を
高める研修

寺子屋講座
（不登校児童生徒の理解と支援）

● ●

寺子屋講座（実験・科学工作） ● ●

寺子屋講座（基礎会話編） ● ●

寺子屋講座
（ゲーム・スマホ依存から子どもを守
る）

● ●

寺子屋講座
（心理教育的アセスメントと個別の指導
計画〉）

● ●

寺子屋講座
（愛着障害の理解と支援〈支援編〉）

● ●

寺子屋講座
（未来・解決志向のブリーフセラピー）

● ●

寺子屋講座（日常会話編） ● ●

寺子屋講座
（正しく情報を読み取る力と生成AIを活
用した仕事の効率化）

● ●

寺子屋講座（器械運動の指導） ● ●

不登校対策推進実践連絡会議 ● ●

教育相談コーディネーター連絡会議 ● ●

課題改善ケース研究会 ● ●

こころスマイル支援員連絡会議 ●

※研修方針５「研修成果の還元」については、研修の趣旨や内容等に応じて、各
学校での伝達や
教育委員会からの情報発信等により行っていく。

教
育
研
究
所

青
少
年
教
育
相
談

セ
ン
タ
ー
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令和６年度厚木市教育委員会

教育指導課・教育研究所・青少年教育相談センター  研修等一覧

１　教育指導課
(１)推進部会等
№ 部会名 趣旨 対象 日程

４月16日(火)

９月６日(金)

11月26日(火)

２月14日(金)

次に該当する者
(該当校各1人）

①国際教室設置校の国際教室担当
教員
②国際教室の設置がない学校のう
ち日本語指導協力者を派遣してい
る学校の担当教員

４月19日（金）

次の①～④に該当する者
①国際教室設置校の国際教室担当
教員
②国際教室の設置がない学校のう
ち日本語指導協力者を派遣してい
る学校の担当教員
③日本語指導対象児童・生徒の担
任等（希望者）
④日本語指導協力者（希望者）

８月５日（月）

特別支援学級担任または担当教員
※
各学校1～2人

４月19日（金）

次の①～③に該当する者

①第1回に参加していない小・中学
校特別支援学級担任及び担当教員
②特別支援教育介助員を配置して
いる通常の学級担任
③特別支援教育介助員

７月23日（火）

７月30日（火）

１月27日（月）

食育担当教員及び栄養教諭 ６月14日(金)

栄養教諭 年３回

5 インクルーシブ教育推進部会

共生社会の実現に向け、全ての子ども
ができるだけ同じ場で共に学び共に育
つことを目指すインクルーシブ教育の
推進を図る。

インクルーシブ教育担当教員

6 食育推進部会
児童・生徒が食に関する正しい知識と
望ましい食習慣を身に付けられるよ
う、学校における食育の推進を図る。

3 外国籍児童・生徒等指導推進部会

日本語の指導を要する外国籍の児童・
生徒や帰国児童・生徒等が学校生活に
適応できるよう、指導内容や指導方法
等について研究し、指導の充実を図
る。

4 特別支援教育推進部会

特別な支援を必要とする児童・生徒一
人一人の教育的ニーズに応じた適切な
教育を計画的、組織的に行うために、
児童・生徒の障がい等に応じた指導内
容や指導方法の工夫、関係機関との連
携等について研究を深め、特別支援教
育の充実を図る。

2 児童指導推進部会

問題行動の低年齢化等に対応するため
に、学校における組織的な児童指導の
必要性が高まる現状を受け、児童指導
担当者間で各校の指導事例に関する情
報交換や協議を通して、各校の指導体
制の充実を図る。

児童指導担当教員

英語教育推進担当教員 ７月30日(火)

1 英語教育推進部会

小・中学校それぞれにおける英語教育
の充実と、小中連携を図った英語教育
や指導方法等の在り方、外国語指導助
手との望ましい授業づくり等について
研究する。

ＡＬＴ担当教員 ４月12日(金)
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№ 部会名 趣旨 対象 日程

５月９日(木)

11月22日(金)

8 図書館教育推進部会

学校図書館の機能や役割の理解、児
童・生徒の主体的な学習活動や読書活
動を促す学校図書館の在り方等につい
ての研修を通して、担当者としての資
質向上及び学校図書館経営の充実を図
る。

図書館教育担当教員及び
学校司書

７月26日(金)

9 通級指導教室推進部会

通級指導教室を担当する教員を対象
に、各教室での個に応じた指導の在り
方や諸問題について研究し、通級指導
教室の指導と運営の充実を図る。

通級指導教室設置校担当教員 年11回

10 小学校理科の観察・実験講習会

小学校理科における、基本的な観察・
実験の方法について習得するととも
に、安全に配慮した観察・実験につい
て理解を深め、指導力の向上を図る。

原則採用５年未満の小学校教員及
び希望者10人程度

７月29日（月）

11 特別支援教育出張研修会

特別な支援を必要とする児童・生徒一
人一人の教育的ニーズに応じた適切な
教育を計画的、組織的に行うために、
発達障害の特性や適切な対応について
理解を深め、特別支援教育の充実を図
る。

市立全小・中学校教員
※２年間のうち、１回実施

令和６年６月
～令和８年２月

7 学力向上推進部会

小・中学校９年間を見通した学力向上
のための取組について研修・協議する
ことを通して、授業改善及び取組の充
実を図る。

学力向上に中心的な役割を担う教
員
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２　教育研究所
(１)指定研修
№ 研修会名 趣旨 対象 期日

1 新任校長研修会
学校経営についての心構えをもち、校
長としての資質向上を図る。

新任校長 ４月12日(金)

2 新任教頭研修会
学校運営についての心構えをもち、教
頭としての資質向上を図る。

新任教頭 ４月30日(火)

3 総括教諭研修会
児童・生徒指導に関する研修を通し
て、リーダーとしての自覚をもち、
総括教諭の資質の向上を図る。

総括教諭のうち１人 ８月19日(月)

4 人権教育研修会
人権教育における諸課題についての研
修を通して、教師一人一人の人権感覚
を磨き、指導力の向上を図る。

人権教育担当教員 ８月22日(木)

(２)初任者研修
№ 研修会名 趣旨 対象 期日

４月３日(水)

５月28日(火)

７月25日(木)

８月20日(火)

２月18日(火)

(３)先生のための寺子屋講座 （希望研修）
№ 講座名 趣旨 対象 期日

1
寺子屋講座
（富澤先生と一緒に歌おう）

６月８日(土)

2
寺子屋講座
（子どもが主体的な授業づくり）

６月15日(土)

3
寺子屋講座
（生徒の自律と自立を促す単元内自由
進度学習の進め方）

６月15日(土)

4
寺子屋講座
（子どもの問いと対話で主体的に学ぶ
社会科の授業づくり）

６月22日(土)

5
寺子屋講座
（超具体！自由進度学習はじめの１
歩）

６月29日(土)

6
寺子屋講座
（教科書教材を工夫して、子ども主体
の楽しい算数をつくろう）

６月29日(土)

7
寺子屋講座
（GIGA端末操作研修　基礎編）

８月５日(月)

今日的な教育課題に対応するととも
に、学級経営や教科等の指導に即生か
せる実践的な研修を通して、実践意欲
及び指導力の向上を図る。

教職員(希望制)

1 初任者研修会

望ましい教師となるための心構えや教
育実践上の基本的な事項に関する研修
を実施し、指導力の育成と意欲の向上
を図る。

令和６年度初任者

※初任者拠点校指導教員も参加
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№ 講座名 趣旨 対象 期日

8
寺子屋講座
（ICT活用研修　授業づくり編）

８月５日(月)

9
寺子屋講座
（令和の不登校児童生徒の理解と支
援）

９月７日（土）

10
寺子屋講座
（楽しもう！実験・科学工作）

９月７日（土）

11
寺子屋講座
（ Let's enjoy English 基 礎 会 話
編）

９月14日（土）

12
寺子屋講座
（ゲーム・スマホ依存から子どもを守
る）

11月２日（土）

13
寺子屋講座
（心理教育的的アセスメントと個別の
指導計画）

11月16日（土）

14
寺子屋講座
（愛着障害の理解と支援＜支援編＞）

11月16日（土）

15
寺子屋講座
（未来・解決志向のブリーフセラ
ピー）

11月23日（土）

16
寺子屋講座
（ Let's enjoy English 日 常 会 話
編）

11月23日（土）

17
寺子屋講座
（正しく情報を読み取る力と生成AIを
活用した仕事の効率化）

11月30日（土）

18
寺子屋講座
（器械運動の指導）

未定

(４)教育研究発表会・教育講演会
№ 名称 趣旨 対象 期日

1 教育研究発表会・教育講演会

教育研究発表会・教育講演会を通し
て、教育研究所における教育調査研究
の内容や教育の新しい動向、今日的課
題に対する理解を深め、指導力の向上
を図る。

小・中学校教職員
教育関係者
ＰＴＡ等

８月７日(水)

(５)その他
№ 名称 趣旨 対象 期日

８月20日（火）

２月18日（火）

５月30日（木）

８月21日（水）

１月下旬～
２月上旬

3
神奈川県教育研究所連盟
教育研究発表大会

厚木市教育委員会教育研究発表会で報
告した内容を県内各関係機関等に向け
て発表する。

教職員・教育関係者 11月12日（火）

今日的な教育課題に対応するととも
に、学級経営や教科等の指導に即生か
せる実践的な研修を通して、実践意欲
及び指導力の向上を図る。

教職員(希望制)

1
新規臨時的任用職員（教員）研修

教師としての心構えや教育実践上の基
本的な事項に関する研修を実施し、指
導力の育成と意欲向上を図る。

・令和６年度に新規採用された
  臨時的任用職員(教員)
・令和５年度に新規採用された
  臨時的任用職員(教員)のうち、
　未受講の者

2 情報教育推進連絡会

１人１台の端末を効果的に活用した授
業づくりを推進するため、研究部会や
モデル校、他自治体先進校が発信する
情報を共有し、各校の「ＩＣＴを活用
した教育」に関する総合的な推進を図
る。

小・中学校情報教育担当教員
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３　青少年教育相談センター
(１)連絡会議・研究会
№ 研修会名 趣旨 対象 期日

４月25日（木）

２月６日(木)

４月25日（木）

８月22日（木）

11月１日（金）

２月６日(木)

６月11日（火）

２回目は２学期以
降、各学校におけ
る校内ケース会議
として実施

４月17日（水）

８月22日（木）

12月12日（木）

4 こころスマイル支援員連絡会議

児童・生徒への支援体制の充実を図る
ため、こころスマイル支援員としての
役割や、学校生活への適応に課題を抱
えた児童・生徒に対する支援に関する
研修及び情報交換等を行う。

2 教育相談コーディネーター連絡会議

教育相談の理論や方法、学校内外の人
や関係機関との連携についての研修を
通して、担当者としての資質の向上及
び教育相談コーディネーターを中心と
した校内支援体制の充実を図る。

教育相談コーディネーター

1 不登校対策推進実践連絡会議

不登校の未然防止と不登校の状態に応
じた適切な対応や指導、より効果的な
支援の在り方等について、実践・研究
を推進するために連絡会議を実施し、
その成果を全小・中学校の不登校対策
の実践に役立てる。

教育相談コーディネーター

3 課題改善ケース研究会

学校生活に課題を抱えている児童・生
徒の理解と効果的な対処の仕方につい
て、具体的事例を通して研究すること
により、支援者の分析力・実践力の向
上や学校の支援体制の充実に役立て
る。

教育相談コーディネーター、対象
児童・生徒の担任、養護教諭等

※原則として隔年で18校ずつ実施

こころスマイル支援員
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